
2023年10月 メンバーズVOICE議案書

三越伊勢丹グループ労働組合 三越伊勢丹支部

【今回のメンバーズVOICEの位置づけ】

今回のメンバーズVOICEは2023年12月支給賞与要求と
改定を予定している労使通年協議の進捗などについて説明します。

【主な内容】

1 . 三越伊勢丹グループの状況
2. 2023年12月支給賞与要求
3. 人事賃金制度（ 通年協議事項）
4. 働く環境の整備（ 通年協議事項）
5. 2023年下期営業条件（ 繁忙期延短刻）

配布対象者 ： 社員・メイト社員・フェロー社員・特別社員・エルダースタッフ・
エルダーフェロー・スペシャリティスタッフ・エルダースペシャリティスタッフ

※各雇用形態の非組合員を含む

社外秘

10月25日（ 水） 正午より説明動画を配信予定です。

https: //m em bers.im gu .or.jp /ba 010/19759
スマホ・タブレットから右記のQRコードにアクセス ⇒

※組合員の方は、ご一読頂き、上記のリンクより動画をごらんください。
リアル参加を希望される方は6 0 ページに日程を記載しております。

ユーザー名: 従業員コ ード １ ０ 桁
パス ワ ード : 生年月日（ 西暦）

巻末ページのQRコード・リンクから出席・質問フォームにアクセスできます。

①動画視聴（推奨） ②リアル参加
より参加方法を選択して下さい

< イ ングちゃん>
Ｉ ＭＧ Ｕ公式マス コ ッ ト

キャ ラ ク タ ー

動画視聴後、裏表紙記載のQR コードから出席の入力をお願いします。
出席・意見質問シート の入力は、1 1 月5 日㈰まで。
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労使通年協議の流れ

・ 労使通年協議と は「 年間を通じ て労使で課題認識の共有、 解決策の議論を行い、 必要な制度改定の成案化を目指す」

と いう 協議形態です。 主なメ リ ッ ト は以下の通り です。

①年度を通じ て労使で定期的な会議体（ 共有･議論） を持つこ と から 、 「 共通認識の形成（ ＝成案化） 」 につながり やすい

②メ ンバーと の内容共有や意見交換（ VOICE活動） と の連動で、 メ ンバーの意見を協議に反映さ せやすい

※春闘の時期に集中的に労使協議を おこ なう 労働組合が多いですが、 三越伊勢丹においては、 上記①②のメ リ ッ ト を 重視し ていま す。
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労使事務局

労使部会 （月１～２回程度）

労使事務局

各所管部署との調整や議論を行う 各所管部署との調整や議論を行う非組合員説明会

非組合員説明会

経営戦略会議

等で審議決定

執行委員会・評議員会を開催し、協議内容を共有し、意見交換・議論を行う（ 毎月開催）

必要に応じて、メンバーズVOICEやテーマ別VOICEを開催

メンバーと直接意見交換し、実態把握およびコンセンサスを図る

VOICE活動 メンバーズVOICE

※本年度は業績状況によ る 賞与要求を 別途行っ ている 為、 こ の限り ではあり ま せん。
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＜三越伊勢丹支部大会 議事日程＞

1. 議長 団選出 支部書記長

2 . 書記任命 支部大会議長

3 . 開会宣言 支部大会議長

4 . 議事運営委員選出 支部大会議長

5 . 成立確認・資格審査報告 支部大会議事運営委員長

6 . 議事日程発表・承認 支部大会議事運営委員長

7 . 議事開始宣言 支部大会議長

8 . 議事

第一号議案

Ⅰ． 2023年度 社員・メイト社員・特別社員・エルダースタッフ

12月支給賞与要求

9. 議事終了宣言 支部大会議長

10 . 支部執行委員長 挨拶 支部執行委員長

11 . 閉会宣言 支部大会議長

日程 : 2023年11月6日（ 月） 午後６ 時３ ０ 分より
会場 : H&Iビル１ 階 共用会議室
構成員: 支部大会代議員・支部執行委員・本部執行委員・監査委員
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Ⅰ. 三越伊勢丹グループの状況
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単位：億円 2023年度計画(8月発表）

端数切捨て 予測 前年比 5月計画差

売上 11,550 106.1% +150 

売上総利益 3,040 106.1% +30 

販売管理費 2,660 103.5% -

営業利益 380 128.3% +30 

当期純利益 300 92.7% +20 

■三越伊勢丹HDSと他社比較（2023年8月時点の予測）

単位：億円 2022 年度結果 2023年度計画(5月発表） 2023年 第1四半期実績

端数切捨て 実績 前年比 前年差 予測 前年比 前年差 実績 前年比 前年差

売上 10,884 119.3% +1,763 11,400 104.7% +515 2,777 114.3% +348 

売上総利益 2,865 117.6% +428 3,010 105.0% +144 706 113.7% +85 

販売管理費 2,569 108.1% +191 2,660 103.5% +90 620 106.6% +38 

営業利益 296 498.4% +236 350 118.2% +53 86 218.3% +46 

当期純利益 323 262.4% +200 280 86.5% -43 68 120.4% +11 

2023年第1四半期 百貨店業 クレジット ・金融・友の会業 不動産業 その他 　　　※調整額を含む
単位：億円 実績 前年比 前年差 実績 前年比 前年差 実績 前年比 前年差 実績 前年比 前年差

売上 2,576 111.6% +267 90 104.9% +4 49 116.1% +7 61 - +70 

営業利益 67 344.8% +47 11 103.2% ±0 4 46.3% -5 3 - +4 

❶2022年度は2 0 1 8  年度の2 9 2 億円を 上回る 営業利益と なり 、 当期純利益も 323億円と 2011  年度以降 11 年ぶり に300億円を 上回っ た。

23年度の第１ 四半期も 基幹店を 中心に好調に推移し 、 期初に発表し た売上や営業利益予測等を 8月に上方修正。

株主還元に関し ても 2 2 年度の1 4 円に対し 2 3 年度は1 6 円（ + 2 円） の増配を 行う 予定。

❷百貨店セグメ ン ト では前年度は赤字だっ た営業利益が、 22年度は三越伊勢丹で200億円強、 地域で55億円、 海外で5億円程回復し 、

営業利益2 0 4 億円と なっ た。 し かし ながら 地域店の収益は回復基調にはある も のの、 営業利益では依然赤字の店が散見さ れる 。

❸ク レ ジッ ト ・ 金融・ 友の会セグメ ン ト は、 ク レ ジッ ト カード 利用が伸長 し 、 売上はコ ロ ナ前水準を 上回っ た。 利益についてはカード

情報非保持化に伴う グループ内の収入設計変更で営業利益と し て計上さ れていた約20億円分が百貨店セグメ ン ト に移行。

❹不動産業では、 コ ロ ナ禍で工事延期と なっ ていた外部ク ラ イ アン ト 案件の完工増加や新規受注で売上拡大。 一方、 保有物件における

テナント 誘致が計画から 遅延し たこ と によ り 、 賃料収入が減収。

全員対象

Ⅰ. 三越伊勢丹グループの状況

１．三越伊勢丹グループの決算状況

１ ） 三越伊勢丹グループの業績

●2022年度は㈱三越伊勢丹が牽引し大幅な増収増益。営業利益がコロナ前の水準まで回復しました。

●第１ 四半期は構造改革の成果に加え基幹店売上の好調等で、売上・営業利益等を上方修正しました。

●中期経営計画で設定した目指す姿の実現のための再整理を行い、23年度に企業理念として制定しました。

※IR情報より引用

※

報告事項
全員対象

○こ の章では、 三越伊勢丹グループおよ び㈱三越伊勢丹の2022年度実績及び

2023年度第１ 四半期決算の状況と 、 直近での売上・ 利益の状況を 確認し ま す。

この章のポイント

資料1

資料2

■三越伊勢丹HDS 2022年度結果と2023年度計画

※22年度結果は1月発表の修正予想に対し売上高は+84億円。営業利益は販売管理費等の経費削減や繰延税金資産の計上で+36億円。

1

■三越伊勢丹HDS セグメント別 2022年度結果と2023年度第１四半期結果

2022年度結果 百貨店業 クレジット ・金融・友の会業 不動産業 その他 　　　※調整額を含む
単位：億円 実績 前年比 前年差 実績 前年比 前年差 実績 前年比 前年差 実績 前年比 前年差

売上 10,175 118.1% +1,558 335 101.8% +6 205 113.5% +24 168 - -6

営業利益 204 - +267 37 62.5% -22 40 71.9% -15 13 - +7 

資料3

2 4

※

3

2023年度予測 前年比（ 差） 期初予測差 2023年度予測 前年比（ 差） 期初予測差 2023年度予測 前年比（ 差） 期初予測差

総額売上 1 ,1 5 5 ,0 0 0 106 .1 % + 15 ,000 940 ,0 00 106 .6% - 1 ,1 15 ,000 111 .6 % -

営業利益 38,000 128 .3 % + 3 ,000 37 ,5 00 115 .3% + 2 ,5 00 3 8 ,5 0 0 202 .0 % -

有利子負債 1 5 5 ,0 0 0 -9 ,868 209 ,0 00 -4 ,5 83 370 ,000 -43 ,949

自己資本比率 4 6 .1 % + 1 .3 % 36 .3 % + 1 .2% 34 .0% + 1 .9 %

ROE 5.0% -1 .1% 5 .5 % -1 .4% 7 .0 % + 3 .0 %

三越伊勢丹 高島屋 Jフ ロ ント
単位: 百万円

1
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■㈱三越伊勢丹 2022年度結果と2023年第１四半期結果

前年比 予算比

新宿本店（MD 00-89） 281,959 133.2% 114.9%

日本橋本店（MD 00-89） 126,749 122.4% 105.5%

両本店計 408,708 129.7% 111.8%

銀座店 77,304 136.7% 108.1%

立川店 30,286 110.4% 87.8%

浦和店 37,452 106.9% 97.9%

 支店計 145,042 121.9% 100.5%

日本橋店　サテライト営業部 7,311 98.8% 100.2%

新宿店　スペシャリティストア営業部 1,988 110.5% 105.9%

法人外商グループ 28,676 111.9% 99.4%

外商統括部計 28,737 111.9% 99.4%

三越伊勢丹計(※除く　SC事業部） 610,463 125.5% 107.5%

売上高(百万)

・ 2022年度はカード 会員化、 アプリ 会員化によ り 顧客の識別化を 一層進め、 全国の外商優良顧客向けに特別なイ ベン ト やおも てなし を

行う こ と で識別顧客によ る 取り 扱いが大き く 伸長 。 伊勢丹新宿本店の「 丹青会」 、 三越日本橋本店の「 逸品会」 は、 2 0 2 3 年２ 月開催時

の売上が過去最高と なっ た。 ま た年間でも 新宿店は外商やス ペシャ リ ティ ス ト アを 含め、 過去最高の売上と なっ た。

・ 第１ 四半期も 伊勢丹新宿本店は外商顧客売上高の増加等によ り 、 好調に推移。 三越日本橋本店についても 三越創業350周年大創業祭の

開催など で売上は計画を 上回り 順調に拡大。

・ 第１ 四半期の免税売上高はラ グジュ アリ ーブラ ンド のハン ド バッ ク ・ 宝飾など 高額品が好調で前年から 大幅に伸長 。 ６ 月単月と し ては、

国内百貨店計で2018年度実績を 超えたほか、 第１ 四半期累計期間においても 2 0 1 8 年度比1 0 2 ％ま で回復。

・ 海外においてはフ ィ リ ピ ン ・ マニラ で他企業と 共同の大型複合開発プロ ジェ ク ト にて、 商業施設「 MITSUKOSHI BGC」 を 2023年7月

21日にオープン 。 低層部の商業施設と 、 高層部高層マン ショ ン が一体と なっ たプロ ジェ ク ト は、 グループの「 のれん」 や「 商業運営

ノ ウ ハウ 」 で高層部の住宅およ び周辺エリ ア一体の不動産価値向上につなげる 新事業モデルと し て、 海外での事業構造の改革と 将来利益

の獲得を 目指す

2 ） 三越伊勢丹の業績

■㈱三越伊勢丹 2023年度4月～9月

資料４

資料５

資料６

前年比 予算比

新宿本店（MD 00-89） 149,522 120.3% 113.4%

日本橋本店（MD 00-89） 64,955 111.2% 106.7%

両本店計 214,477 117.4% 111.2%

銀座店 47,187 142.9% 108.5%

立川店 14,818 108.5% 100.3%

浦和店 17,860 106.2% 98.6%

 支店計 79,866 125.8% 104.6%

日本橋店　サテライト営業部 3,286 101.4% 98.4%

スペシャリティストア営業部 1,092 113.7% 126.1%

法人外商グループ 11,164 77.0% 73.2%

外商統括部計 12,271 79.3% 76.1%

三越伊勢丹計(営業本部計　※除く　リーシング） 319,824 116.7% 106.7%

売上高(百万)

2023年第1四半期 売上高 営業利益
単位：百万円 実績 前年比 前年差 実績 前年差

㈱札幌丸井三越 13,573 114.8% +1,746 -246 +241 

㈱函館丸井今井 1,364 99.6% -5 6 +11 

㈱仙台三越 6,524 103.6% +226 -129 +5 

㈱名古屋三越 14,511 107.7% +1,037 -105 +175 

㈱静岡伊勢丹 3,817 99.7% -12 -31 +1 

㈱新潟三越伊勢丹 8,364 102.9% +237 28 +32 

㈱広島三越 2,602 96.2% -101 -205 +6 

㈱高松三越 5,011 98.8% -58 26 +22 

㈱松山三越 1,170 94.0% -75 -110 +29 

㈱岩田屋三越 27,186 108.7% +2,181 780 +456 

■国内百貨店地域事業会社 結果

2022年度結果 売上高 営業利益
単位：百万円 実績 前年比 前年差 実績 前年差

㈱札幌丸井三越 54,896 117.9% 8,349 -994 1207

㈱函館丸井今井 6,036 103.7% 216 29 74

㈱仙台三越 27,038 105.9% 1,496 -218 430

㈱名古屋三越 57,652 103.7% 2,081 -272 878

㈱静岡伊勢丹 16,163 104.7% 728 42 93

㈱新潟三越伊勢丹 35,609 103.5% 1,204 605 104

㈱広島三越 11,380 102.3% 259 -654 177

㈱高松三越 21,641 105.4% 1,110 208 192

㈱松山三越 5,203 103.9% 193 -472 292

㈱岩田屋三越 109,636 114.2% 13,642 2707 2048

資料7

2

■㈱三越伊勢丹 2022年度売上実績

単位：億円 2022年度結果 2023年度計画(5月発表） 2023年 第1四半期実績

端数切捨て 実績 前年比 前年差 予測 前年比 前年差 実績 前年比 前年差

売上 6,110 125.4% +1,239 6,305 103.2% +194 1,583 116.1% +219 

売上総利益 1,509 122.2% +274 1,566 103.8% +56 380 115.8% +51 

販売管理費 1,439 105.3% +72 1,486 103.2% +46 344 104.3% +14 

営業利益 219 765.8% +190 230 104.9% +10 70 180.5% +31 

純利益 264 260.8% +163 193 72.9% -71 54 138.1% +15 

第1四半期では
単体の予測修正は
発表されていません

単位：百万円 2022年度結果 2023年第１四半期

端数切捨て 売上 前年比 シェア
シェア

前年差
売上 前年比 シェア

シェア
前年差

三越伊勢丹計 36,864 426.1% 6.0% +4.3% 15,695 358.6% 9.9% +6.7%

新宿店 25,037 356.4% 7.6% +4.9% 9,120 273.8% 10.8% +6.2%

日本橋店 3,921 508.1% 2.8% +2.2% 1,301 239.6% 3.7% +2.0%

銀座店 7,550 980.9% 9.8% +8.4% 5,185 - 23.0% +20.1%

その他 355 419.8% 0.5% +0.4% 87 252.8% 0.5% +0.3%

■㈱三越伊勢丹 免税売上高 2022年度結果と2023年第１四半期結果

※上記の数字は営業企画部の確定月報より転用。各店（特に新宿店）の数字はIRと差異があります。

18年度比較

※IRより。右図の点線は計画時の目標値（インバウンド除き109%、インバウンド80%）

資料8
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※対外向け 決算説明会（HP掲載資料等）の内容を利用して作成

■財務KPI（24年度計画を5月に上方修正）

2023年3月期

決算説明会動画は

こ ちら から ⇒

○再生フェーズとして24年度に掲げていた営業利益目標を350億円から400億円に上方修正しました

〇再生フェーズが予定以上に進んでいることから、本年は展開フェーズに向け“連邦”戦略・“まち化”戦略の準備を進めています。

○中長 期経営計画の実現を支えるための「人財への取組み（ ＝ひとの力の最大化） 」を図っています

【2 ヶ年計画 位置づけ】

・再生フェーズの前倒しと、

展開（ まち化「準備」） ・

結実フェーズに向けた具

体的な実行計画を策定

・あるべき財務体質の確立に

向け、財務政策の取組み

強化

・新たに策定した企業理念

体系が浸透し、全社員の

エンゲージメントを結集して

いる状態

【 参考資料】 中期経営計画の進捗について

単位: 億円 22年度実績 23年度計画 24年度計画 当初計画差

総額売上高 10,884 11,400 11,800 + 700

販売管理費 2,569 2,660 2,730 -20

営業利益 296 350 4 0 0 + 5 0

当期純利益 323 280 330 + 50

ROE
（ 22年5月発表）

6.1% 5.0% 5.7% + 0.4%

・2 02 1年に発表した中期経営計画において、目指す姿を「お客さまの暮らしを豊かにする、“特別な”百貨店を中核とした小売グループ」と設定。
この「私たちが目指す姿（ ビジョン） 」の実現に向かっていくために、「私たちの存在意義（ ミッション） 」と「私たちが大切にする思考と行動（ バリューズ） 」を
明確化し、グループ全従業員が改めて自分自身の働く目的や会社の存在意義について、もっと考える必要があるのではないか、という想いから、
企業理念体系の再整理を行いました

・人財育成では人財ポートフォリオを作りながら、自律的なキャリア形成意欲や成長 への意欲を後押しします。あわせて、会社や上司が一人一人の成長 資質を
見極め、戦略的に異動配置や社外出向を行うことで人の持つ「“未来”の力」を最大化させ、中長 期的な「個人の成長 」と「会社の成長 」の両立を目指します。

・「ひとの力」を最大化し、目指す姿を実現するための「安心して働くことのできる職場環境」の実現に向け、「適正な労働時間管理」と「ハラスメ ント ・ゼロ」を重点
的に取り組むための労使共同宣言を出しました。

■2ヶ年計画（戦略フレーム）

■人財基盤の取組み

8
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Ⅱ. 2023年12月支給賞与について
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Ⅱ．2023年12月支給賞与について

○2023年12月支給賞与に関する 対応についてお伝えし ま す。

この章のポイント

社員・メイト社員・エルダースタッフ対象

１．2023年度からの賞与対応について

２．2023年度の状況

・2023年度は新型コロナウィルスによる行動制限が解除されて以降、各店とも客数が大きく回復し、6月以降はインバウンドも伸長 しています。
三越伊勢丹においては、コロナ禍前の2018年度比でも全体売上は大きく上回っています。
また、伊勢丹新宿店は昨年度に引き続き、23年度第１ 四半期においても過去最高売上を更新しています。

・一方でグループ業績においては札幌、名古屋、福岡等の大都市圏を中心に徐々に売上回復はしているものの、地域によってばらつきがあり、
今後はより再生に向けて構造改革や経費の見直し等で堅実な取り組みを進めていく必要があります。（ ※議案書P6～７ 参照）

・中期経営計画では現3カ年再生フェーズを益々進め、展開フェーズへの地盤を固めていくことになります。

・これまではコロナによる業績の影響を考慮し、会社業績に応じた「都度要求」の形式にてベースとなる支給表を持たず、要求を行ってきましたが、
2023年6月支給より業績回復に伴う賞与の制度通りの要求を行えたことから、2023年度（ 23年12月、24年6月支給） 賞与要求から
現状の業績等を見極めたうえでの「半期要求」とします。
具体的には以下のグループ・単体の営業利益（ 予算・前年） ・中期経営計画の進捗等の業績評価指標をベースに労使協議・要求を行います。

＜半期交渉に伴う業績評価指標＞※8月審議決定済み

グループ営業利益
三越伊勢丹単体

営業利益
中期経営計画

進捗状況

※IR情報より引用
■㈱三越伊勢丹 2022年度結果と2023年第１四半期結果

■国内百貨店地域事業会社 第１四半期結果

審議決定事項

■㈱三越伊勢丹 2023年度4月～9月 ※MD計画確定月報より

前年比 予算比

新宿本店（MD 00-89） 149,522 120.3% 113.4%

日本橋本店（MD 00-89） 64,955 111.2% 106.7%

両本店計 214,477 117.4% 111.2%

銀座店 47,187 142.9% 108.5%

立川店 14,818 108.5% 100.3%

浦和店 17,860 106.2% 98.6%

 支店計 79,866 125.8% 104.6%

日本橋店　サテライト営業部 3,286 101.4% 98.4%

スペシャリティストア営業部 1,092 113.7% 126.1%

法人外商グループ 11,164 77.0% 73.2%

外商統括部計 12,271 79.3% 76.1%

三越伊勢丹計(営業本部計　※除く　リーシング） 319,824 116.7% 106.7%

売上高(百万)

単位：億円 2023年度計画(8月発表）

端数切捨て 予測 前年比 5月計画差

売上 11,550 106.1% +150 

売上総利益 3,040 106.1% +30 

販売管理費 2,660 103.5% -

営業利益 380 128.3% +30 

当期純利益 300 92.7% +20 

単位：億円 2022 年度結果 2023年度計画(5月発表） 2023年 第1四半期実績

端数切捨て 実績 前年比 前年差 予測 前年比 前年差 実績 前年比 前年差

売上 10,884 119.3% +1,763 11,400 104.7% +515 2,777 114.3% +348 

売上総利益 2,865 117.6% +428 3,010 105.0% +144 706 113.7% +85 

販売管理費 2,569 108.1% +191 2,660 103.5% +90 620 106.6% +38 

営業利益 296 498.4% +236 350 118.2% +53 86 218.3% +46 

当期純利益 323 262.4% +200 280 86.5% -43 68 120.4% +11 

※

■三越伊勢丹HDS 2022年度結果と2023年度計画

※

単位：億円 2022年度結果 2023年度計画(5月発表） 2023年 第1四半期実績

端数切捨て 実績 前年比 前年差 予測 前年比 前年差 実績 前年比 前年差

売上 6,110 125.4% +1,239 6,305 103.2% +194 1,583 116.1% +219 

売上総利益 1,509 122.2% +274 1,566 103.8% +56 380 115.8% +51 

販売管理費 1,439 105.3% +72 1,486 103.2% +46 344 104.3% +14 

営業利益 219 765.8% +190 230 104.9% +10 70 180.5% +31 

純利益 264 260.8% +163 193 72.9% -71 54 138.1% +15 

2023年第1四半期 売上高 営業利益
単位：百万円 実績 前年比 前年差 実績 前年差

㈱札幌丸井三越 13,573 114.8% +1,746 -246 +241 

㈱函館丸井今井 1,364 99.6% -5 6 +11 

㈱仙台三越 6,524 103.6% +226 -129 +5 

㈱名古屋三越 14,511 107.7% +1,037 -105 +175 

㈱静岡伊勢丹 3,817 99.7% -12 -31 +1 

㈱新潟三越伊勢丹 8,364 102.9% +237 28 +32 

㈱広島三越 2,602 96.2% -101 -205 +6 

㈱高松三越 5,011 98.8% -58 26 +22 

㈱松山三越 1,170 94.0% -75 -110 +29 

㈱岩田屋三越 27,186 108.7% +2,181 780 +456 
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３．2023年12月支給賞与における組合の考え方

５．2023年12月支給賞与の具体的な対応

１ ） ステージAにおける対応

2） 社員ステージBにおける対応

支給ヵ月

ステージA共通

2.0

＜現行制度通り＞

支給ヵ月

B２ ・B１ 共通

2 .0

＜現行制度通り＞

３ ） 社員ステージCにおける対応

＜１ ＞各雇用形態の支給水準における対応

＜現行通り、単位: ヵ月＞

評価 グレード３ グレード２ グレード１

Ｓ 4 .15  3 .95  3 .55  

Ａ 3 .45  3 .25  2 .95  

Ｂ 3 .25  3 .05  2 .75  

Ｃ 3 .05  2 .85  2 .55  

Ｄ 2 .85  2 .65  2 .35  

役割給①加算

0.2

・雇用形態ごとの具体的な2023年12月支給賞与の水準は以下の通りです。

４．2024年6月賞与要求の組合の方向性

・2024年6月賞与要求の水準検討にあたっては、現状の業績推移の状況を踏まえると、
2023年度の業績評価指標の結果・進捗次第では組合として、制度以上の要求を検討すべきと考えています。
要求にあたっては指標となる三越伊勢丹業績、グループ業績、中期経営計画の進捗等具体的な中身を見ながら協議を行ってきます。

・2023年度の現在の業績はコロナ禍からの回復を実感するような状況ですが、これはメンバー全員の日々の努力により、
多くのお客さまからご愛顧いただいている結果だと捉えています。
2024年6月支給賞与はその日々の頑張りに報いるような賞与要求ができるよう、引き続き会社業績等の推移を踏まえ、
適正に検討していきたいと考えています。

・2023年12月賞与の要求にあたっては、今年度から導入した業績評価指標を基に半期ごとに要求案を検討、会社に要求していきます。
・要求にあたり、業績評価指標の観点から以下の通り検討を行いました。

・現在の業績は、コロナ禍回復の初年度として業績は概ね順調と捉えていますが、期中である12月賞与要求は、
未だ不確定な要素も多いことに加え、主に百貨店業の収益構造上年度の中でも売上・利益上昇は下期に集中しており、
具体的な利益の中身や中期経営計画の進捗等を引き続き注視していく必要があります。

・以上のことから、2 0 2 3 年度1 2 月支給賞与においては制度通りの要求としていきたいと考えています。

・グループ営業利益の状況は、コロナ禍からの売上回復や各社経費の見直し等に取り組んでいますが、
事業会社ごとに見るとその業績には未だばらつきがある状況です。

・三越伊勢丹単体の数字は売上・利益ともに好調に推移しています、またグループ業績においても第一四半期にて
営業利益の上方修正を行うなど、三越伊勢丹業績の影響が大きいと言えます。

・中期経営計画の進捗はまち化に向けた再生フェーズ年度として、高感度上質戦略、グループにおけるCRM戦略、
百貨店の科学による経費コントロール等取り組みを進めています。
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6） メイト社員における対応

グレード別評価別支給表 現行制度通り (単位: ヵ月)

5） 特別社員における対応

＜現行制度通り＞

ランク 支給ヵ月

1 2 .97

2 2 .89

3 2 .80

4 2 .71

5 2 .62

※2023年10月入社のメイト社員としての初回賞与は、2023年10月1日時点のグレードにおける「C評価にあたる支給ヵ月」とします。

対象者 支給ヵ月

2023年4月入社 1 .70

・メイト社員(店付・営業部付)賞与支給表

雇用形態 評価分布について 賞与評価ポイント表

ステージC

ポイント表に基づきポイント換算し、

全体平均を4.1ポイント以上とする
ステージC-t

メイト社員

評価 S A B C D

ポイント 6 5 4 3 2

※ステージA、Bは評価なし、固定支給

7） エルダースタッフにおける対応

エルダースタッフⅠ～Ⅳの2023年12月支給賞与は、現行制度通りの対応としていきます。
・1.0ヵ月（ 賞与加算は Ｓ 評価0.4ヵ月 Ａ 評価0.2ヵ月)

８ ） 各雇用形態における評価分布について

グレード4 グレード3 グレード2 グレード1

S 3 .30 3 .20 3 .00 2 .8 0

A 2 .40 2 .30 2 .10 1 .9 0

B 2 .20 2 .10 1 .90 1 .7 0

C 2 .10 2 .00 1 .80 1 .6 0

D 2 .00 1 .90 1 .70 1 .5 0

４ ） 社員ステージC-tにおける対応

評価別支給ヵ月

Ｓ 3 .45

Ａ 2 .85

Ｂ 2 .65

Ｃ 2 .45

Ｄ 2 .25

＜現行制度通り、単位: ヵ月＞

6．12月賞与に関する今後のスケジュール

メンバーズボイス 10月25日PM~

支部大会にて要求案決議
※P３ 議事日程参照

1 1月6日

労使協議会にて賞与要求 11月7日

賞与支給日 12月5日
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社員の2 0 2 3 年1 2 月賞与の支給対象・ 基準日・ 支給方法は、 以下の通り と し ま す。

１ ． 社員の2 0 2 3 年1 2 月賞与
１ ） 支給対象
・2023年12月賞与 2023年4月１ 日から2023年9月30日まで勤務し引き続き支給当日在籍している者。

ただし、期間中欠勤・休職日数等のあるものは、それぞれ定めた支給方法で支給する。
その際、欠勤日数・休職日数等は期間中の休日・連続休暇等を除く実質日数とし、それにより出勤日数を算出する。
なお、賞与日割については、それぞれの期間の所定労働日数を基礎に算出する。

２ ） 基準日
・本給、役割、グレードおよび資格は、2 0 2 3 年9 月3 0 日現在とする。

※2023年4月１ 日から2023年12月１ 日までに社員からエルダースタッフに転換した者はエルダースタッフとしての賞与を支給する。

３ ） 支給方法
①社員ステージＣ -ｔ

ａ ） 期間中欠勤のない者

本給 × 評価別支給ヵ月

ｂ ） 期間中欠勤、休職のある者
（ 本給 × 評価別支給ヵ月 ） ×

②社員ステージＣ
ａ ） 期間中欠勤のない者

本給 × グレード別評価別支給ヵ月

ｂ ） 期間中欠勤、休職のある者
（ 本給 × グレード別評価別支給ヵ月 ） ×

③社員ステージＢ
ａ ） 期間中欠勤のない者

本給 × 2.0ヵ月
ｂ ） 期間中欠勤、休職のある者

本給 × 2.0ヵ月 ×

④特別社員
ａ ） 期間中欠勤のない者

本給 ×ランク別支給ヵ月
ｂ ） 期間中欠勤、休職のある者

本給 ×ランク別支給ヵ月 ×

※特別社員のうち旧嘱託社員については別途労使協定を結び決定する。
※細部については労使協議の上決定する。

＜社員 2023年12月賞与＞

出勤日数

所定労働日数

出勤日数

所定労働日数

出勤日数

所定労働日数

出勤日数

所定労働日数

メ イ ト 社員の2 0 2 3 年1 2 月賞与の支給対象・ 基準日・ 支給方法は、 以下の通り と し ま す。

１ ） 支給対象
・2023年4月１ 日から2023年9月30日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者。ただし、期間中欠勤・
休職日数等のあるものは、それぞれ定めた支給方法で支給する。その際、欠勤日数・休職日数等は期間中の休日・連続休暇等を除く
実質日数とし、それにより出勤日数を算出する。 なお、賞与日割については、それぞれの期間の所定労働日数を基礎に算出する。

２ ） 基準日
・本給およびグレードは2023年9月30日現在とする。ただし、2023年10月１ 日入社者は10月１ 日現在とする。
※2023年4月１ 日から2023年12月１ 日までにメイト社員からエルダースタッフに転換した者は、エルダースタッフとしての

賞与を支給する。

３ ） 支給方法
①メイト 社員

ａ ） 期間中欠勤のない者 本給 × グレード別評価別支給ヵ月

ｂ ） 期間中欠勤、休職のある者 本給 × グレード別評価別支給ヵ月 ×

②メイト 社員として初回の賞与のみ
・本給 ×（ 2023年10月１ 日時点のグレードのＣ 評価にあたる支給ヵ月）

出勤日数

所定労働日数

＜メイト社員 2023年12月賞与＞
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１ ） 支給対象
・ 2023年12月賞与

2023年4月１ 日から 2023年9月30日ま で勤務し 、 引き 続き 支給当日在籍し ている 者。
ただし 、 期間中欠勤のある も のは、 後述の支給方法にて支給する 。

２ ） 基準日
・ 2023年12月賞与

月給制およ び時間給は2023年12月１ 日現在のも のと する 。 なお、 2023年4月１ 日から 2023年12月１ 日ま でに
エルダース タ ッ フに転換し た者は、 エルダース タ ッ フと し ての賞与を支給する 。

３ ） 支給方法

①時給制エルダース タ ッ フ
a)期間中欠勤のない者 エルダース タ ッ フ本給×1.0ヵ 月
（ 時給制 : みなし 本給＝時間給×週契約時間×52週/12ヵ 月、 円単位切上げと する ）

b)期間中欠勤のある 者
月初から 月末ま での１ ヵ 月間にま ったく 出勤がない場合は、 １ ／６ を控除する 。

②月給制エルダース タ ッ フ
a) 期間中欠勤のない者 基本給×1.0ヵ 月

b） 期間中欠勤、 休職のある 者 基本給×1.0ヵ 月×

※細部については労使協議の上決定する 。

エルダース タ ッ フの2 0 2 3 年1 2 月賞与の支給対象・ 基準日・ 支給方法は、 以下の通り と し ま す。

＜エルダースタッフ 2023年12月賞与＞
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Ⅲ. 2023年度労使通年協議の取り組み
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１． 60歳以降の制度における検討

エルダースタッフ・社員・メイト社員対象

〇2025年度制度改定に向けて検討事項・ 今後の方向性についてご 報告いたし ま す。

この章のポイント

１． 60歳以降の制度における課題と検討項目

途中経過報告事項

・60歳以降の制度改定の検討において、外的環境では高齢者雇用安定法や年金受給年齢引き上げ、
内的環境では要員構成の変化や中期経営計画実現に向けた人財の活用等、変化が求められるなか制度改定が必要です。

・上記に伴い会社の将来を見据えた人財活用の必要性など踏まえ労使で具体的な議論を行っています。
・今後の要員プロポーションの変化を鑑みながら、制度改定の検討を行います。

①2023年度 ②2030年度（ 65歳まで）

要員構成比 6.5% 24%

※現在の構成比（ ①） から既存の制度を2030年度まで継続した場合（ ②） 、
2030年は従業員の４ 人に1人がエルダースタッフとなる予定です

※参考 エルダースタッフの要員推計

１ ） 環境について

生産性向上

< 視点> < 具体的検討項目>

60歳以降のやりがい・働きがい 担う役割の範囲の拡大

評価・処遇の検討

選択肢の幅 60歳到達時の雇用区分の選択の在り方

・外的環境（ 法改正や業界・市場動向） 、内的環境（ 中期経営計画や要員計画） へ対応の観点より期待役割の見直しを行います。
・具体的には、現役世代の期待役割とのバランスを鑑みながら、エルダースタッフの担う役割の範囲の拡大、それに伴う処遇、評価の在り方
を検討しています。
・期待役割の拡大に関しては、現在のエルダースタッフに求められている「補助的業務中心」の期待役割から、「今までの経験や専門性を
活かした業務や補助的業務等」へ一部、期待役割の幅を広げていくことを検討しています。
・また、制度改定に伴い本人のキャリア選択において、運用面についても併せて検討をします。雇用形態別の選択肢、60歳以降の個人

のキャリア、社命による配置等も労使協議事項として会社と協議を進めていきます。
・処遇の引き上げは期待役割と連動し、任免の在り方や評価範囲の検討をしています。

２ ） 現状の60歳以降における課題と検討項目

２．改定スケジュール

2023年度下期 2024年度上期 2024年度下期 2025年度上期

組
合

会
社

本
人

新制度内容
説明

新制度説明会
実施

自己申告

2024年度
春の交渉ＭＶ

新制度移行予定

エルダースタッフ対象
テーマ別ボイス実施

新制度
審議
予定

・制度改定に伴い、期待役割や働き方の変化等が想定されることから、定年を迎えるメンバーが制度改定内容を
検討・選択をする期間の確保、納得性の高い制度構築を実現するための意見集約の機会や説明会を実施します。

・組合としては上記を踏まえ、2023年11月より、定年年齢が近い社員・メイト社員や既存の一部のエルダースタッフを対象とした
テーマ別ボイスを実施し、新制度の方向性について働く現状についてヒアリング・意見集約を行います。

・2023年度下期末をめどに制度改定を審議する予定です。
・会社からの説明会は、2025年度に定年を迎えられるメンバーと合わせてエルダースタッフにも説明をする予定です。
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※R・・・ロール（ 役割） 、Ｍ・・・（ メイト社員）

・現在、労使では60歳以降の制度拡充に向けて、本人のキャリアの考え方により選択ができる区分、社命により任命される区分の
範囲の検討を行っています。

・各区分の人数規模等や業務の範囲を合わせて検討しています。
・期待役割と連動した評価、処遇の仕組み等、成果管理の在り方を検討しています。

・戦略上重要かつ市場価値が高い
専門性がある人財を想定

・現在の補助的業務に留まらない
成果発揮を想定

・現状の補助的業務をベースとした
成果発揮の期待役割を想定
※❸Ｍの期待役割と処遇に

関しては議論、検討中

・主に職種毎の補助的業務を担う
・職種限定

ステージ
A・Ｂ ・Ｃ

月給制
（ 個別設定を

検討）

職種限定時給制
（ 社保適用）

月給制
（ メイト社員の
み・エリア限定）

月給制

～59歳まで 60歳～65歳

⑷処遇・評価⑵期待役割

⑴
再
雇
用
時
の
本
人
選
択

・評価加算
（ 現状通り）

・個別目標管理
・賞与にて

反映検討

❹

❷

❸
Ｍ
※

❸

区分

・評価の
在り方を検討

職種限定時給制
（ 社保適用外）❶

・現在の補助的業務に留まらず、
幅広い領域・場所で業務を担う

月給制
（ 本給にプラスし
て役割給を検

討）

１ ） 現在の労使議論ポイント

３． 継続議論項目と今後について

ポイント

⑴
再雇用時の

本人選択と任免

・基本的には再雇用時の区分に選択については、
本人のキャリアや働き方の希望により、月給制・時給制を選択できるものとする

・ただし❹は任免基準、❸Ｒ は任免・選出基準を検討
案） ❹→月給制❸を選択した者の中から会社による任免基準を検討

❸Ｒ →月給制❸を選択した者の中から会社による任免基準、複数の期待役割と合わせて選出基準を検討
❸～❶→本人のキャリアや働き方の希望に沿った選択範囲として設定

⑵ 期待役割

・現在の補助的業務から、一部期待役割を引き上げていく方向性で継続協議
案） ❹→❸Ｒ より組織貢献が高い期待役割を想定（ 市場性が高い資格やスキルを有しながら貢献後が高い方を想定）

❸Ｒ →店舗・事業部にて運営上必要な役割を担い、一定の権限や責任を有する期待役割を想定
（ 複数の期待役割と、一部その役割任命に伴う手当等を継続議論）

❸Ｍ→❸の期待役割とバランスをみて検討

⑶
キャリア管理

（ 異動配置）

・配属後の異動に関しては、区分毎に整理を行うことを検討
案） ❹、❸Ｒ 、❸→社命による異動

    ❸Ｍ→社命によるエリア限定を検討
    ❷・❶→今の運用状況を踏まえ、マッチングの在り方を検討

⑷

処遇

・期待役割を引き上げる 処遇を引き上げることによる 雇用形態間とのバランス
・企業の魅力度向上の観点
・メンバーの生活への影響度合い
・成果によるメリハリを反映できる様、個別目標管理の有無の観点から処遇水準を検討

案） ❹→処遇は個別設定を検討
❸Ｒ ～❸Ｍ→処遇は、主に賞与制度にて期待役割とのバランスをみて検討

評価
・メンバーのモチベーション維持向上・納得性の観点
・個別目標管理を行う区分を検討

⑸ その他 ・新制度スタートに伴い、現在のエルダースタッフの移行方法を検討

・❸の中から
会社による任免

・基本本人選択

ステージ
A・Ｂ ・Ｃ

・
メイト社員

区分

メイト社員
のみ

・異動配置は社命

・異動配置は社命
（ マッチング）

⑶キャリア管理

・❸の中から
会社による任免
・選出基準を

検討

・異動配置は社命
（ エリア限定）

任免

❸
Ｒ
※
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全員対象

２．キャリア形成支援制度について

１. キャリア形成支援制度改定における視点について

自身のキャ リ アを 主体的に考えて
自分ら し さ を 発揮でき る 状態

⇓
キャ リ ア自律の促進

自身のキャ リ ア選択と 行動に
責任を 持つと いう こ と

⇓
キャ リ アに対する 責任意識

調和・ 両立

・ メ ンバー一人ひと り が、 環境の変化に対応し ながら 主体的に自身のキャ リ アを考え、 行動に移し 、

自分ら し さ を発揮する こ と のでき る 状態を目指し ま す。

・ 一方で、 ご自身の選択さ れたキャ リ アに対する 「 適切な責任意識」 （ ＝自己責任と し て前向き に

意思決定し よ う と する 姿勢） を持つこ と が、 と ても 重要になり ま す。

・ 以上のこ と から 、 キャ リ ア形成支援を促進し ていく こ と と 、

自ら の責任でご自身のキャ リ アを切り 開いていく 「 能動的キャ リ ア」 のバラ ンス を重視でき る 、

キャ リ ア形成支援制度へと 改定いたし ま す。

●社内における キャ リ ア形成支援制度の目的と 位置づけ

・ 多様化する 個人のニーズや、 中長 期的なキャ リ ア形成の一環と し て、 自ら の責任によ る 、

社内及び、 グループ内でのキャ リ ア選択の機会拡大と 社外への転進を希望する 者に対する 支援。

（ ※労働協約 キャリア形成支援制度規程 第1章 第101条（ 目的） より抜粋）

●現行における キャ リ ア形成支援制度＜一覧＞

三越伊勢丹グループ共通制度
※グループとして基本的内容が規定されている制度

その内、三越伊勢丹単独での
制度設計・運用が可能な制度●グループライフイベント転籍制度

●グループ内出向者転籍制度
●ライフイベント再雇用制度
●カムバック再雇用制度（ 2023年導入）

●自己申告制度
●社内公募制度
●チャレンジ申告制度

〇チャ レ ンジ申告制度の一部内容について、 2024年度から の改定を 検討し ていま す。

この章のポイント

※参考 現行の制度について

途中経過報告事項
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チャレンジ申告制度 社内公募制度　（ ※参考）

希望する業務内容に対して活かすことのできる、

自身の経験や能力を具体的に自らが申告できる制度

新規プロジェクトや業務拡大など、人材ニーズの高い案件

に対してマッチした能力を具体的に申告できる制度

現行
社員（ ステージC-t除く） 、メイト社員（ メイトⅠ除く）

同一担当１ 年以上経験、かつ直近本給評価B以上（ ※❶）

議論

ポイント ❶

「同一担当１ 年以上」と、

「本給評価を判断基準とする必要性」の是非について

現行

①転居を伴う出向中の社員　②チャレンジ申告制度利用で、

異動後３ 年間経過していない方（ ※❷）

③休職中の方

議論

ポイント ❷
「異動後３ 年間の経過」の期間のあり方について

原則として年１ 回、１ ０ 月頃に募集。

応募⇒書類選考⇒面接後、定期人事異動のタイミングで異動

応募⇒書類選考⇒面接を経て、

定期人事異動のタイミングで異動

社内公募制度との同時応募は不可 チャレンジ申告制度との同時応募は不可

原則、異動後一定期間（ 2年間） は、

社命による異動は行われない

原則、異動後一定期間（ 2年間） は、

社命による異動は行われない

社員、メイト社員、エルダースタッフ（ 月給制）

①転居を伴う出向中の社員

②社内公募制度利用で、異動後３ 年間経過していない

方　③休職中の方

項目

目的

※その他

他制度との併用

応募時期/方法

対象雇用形態

及び要件

制度利用「除外」

対象者

２. 制度における改定項目（案）の内容について

１ ） 改定の目的

・ 制度制定から 長 期間が経過し ている 、 チャ レ ンジ申告制度について、

自律的なキャ リ ア形成支援促進のために、 運用基準やルール等の改定を行いま す。

２ ） 改定における 前提条件と し ての考え方

・ チャ レ ンジ申告制度

働く メ ンバーがキャ リ ア自律でき る よ う に、 キャ リ アについて考える 機会や、

行動に移せる き っかけと し て、 主体的に手を挙げる こ と ができ る 拓かれたキャ リ アを実現さ せていく 制度。

・ 社内公募制度（ ※比較/参考）

社内戦略に伴う プロ ジェ ク ト チームの発足、 及び必要人材の募集等を目的と し ている こ と から 、

中長 期的な視点から も 、 会社と 働く メ ンバーに覚悟が問われる 制度。

３ ） 今後の議論ポイ ント について

・ 対象雇用形態及び要件を一部見直し （ 下図 ポイ ント ❶参照）

「 同一担当１ 年以上経験」 の定義があいま いであり 、

本人の意思と 異なる 異動の場合に制度を利用する こ と ができ ないため。

「 本給評価B以上」 を判断基準と する 是非については、 拓かれたキャ リ ア実現の為に、

本給評価を理由と し た反映が適し ている かどう かを見定める 必要性がある ため。

・ 制度利用除外対象者の制限期間について （ 下図 ポイ ント ❷参照）

「 同制度によ る 異動後の応募制限期間を異動後３ 年と する 」 内容について、 本人の意思や

実現さ せたい決意を尊重し つつ、 一方で本人の覚悟に対する 適し た期間を見定める 必要性がある ため。
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ステージC-t対象

３．ステージC-t人事制度における改定について

１. 改定する受験要件及び格付要件について

１ ） 改定の目的

・ 2020年9月に、 育成面における 課題等を踏ま えてC-t期間の見直し を行いま し た。

・ それに伴い、 ス テージB-1HAP受験要件と 、 ス テージC、 C-t延長 の格付要件も 見直し ま し た。

・ 一方で、 運用面の中でそれぞれの要件に不足し ている 側面も ある こ と から 改定を行っていき ま す。

２ ） 現行制度における 課題と 検討内容

・ ス テージB-1HAPの受験要件が、 ６ 年目と いう 年数のみで全員に受験資格が与えら れる こ と 。 ※①参照

育成期間中の６ 年間での休職期間や評価ラ ンク が加味さ れておら ず、 C-t育成期間に求めら れる レ ベルに

達し ないま ま 受験資格が与えら れる こ と への検討が必要である こ と 。

・ ス テージCへの格付要件及びC-t延長 の判断が、 ５ 年目７ 月本給ラ ンク で決定さ れる こ と 。 ※②参照

７ 年目から の格付け判断に、 入社後の４ 年間の実績で反映さ れている こ と への検討が必要である こ と 。

〇ス テージC-t人事制度の一部内容について、 2025年度から 改定を 検討し ていま す。

この章のポイント

途中経過報告事項

※参考 : 現行制度と旧制度との「受験要件」と「格付要件」内容の比較

４ 年目C-t入社後

【現行制度】

22年度から
※C-t期間

６ 年間

５ 年目 ６ 年目 ７ 年目

全員
B-1 HAP
受験資格

あり

合格

不合格
未受験

ステージB-1

５ 年目７ 月
本給ランク

５ 以上

５ 年目７ 月
本給ランク

６ 以下

ステージC

ステージC-t
（ 期間延長 ）

①

②

※参考 現行の制度について

2 0 2 1 年度以降の

現行制度
※2020年度まで（ 参考）

ステージB

受験要件

ステージC-t

在籍6 年目

ステージC在籍1年以上

（ ステージC-t期間　4年間）

ステージC

格付要件

ステージC-t

6 年目期初ランク５ 以上

（ ステージC格付）

4年目期初ランク５ ランク以上

※昇給表が現行と異なる

24



25

３ ） 今後の議論ポイ ント について

・ ス テージC-tのス テージB-1HAP受験要件と 、 ス テージCへの格付要件について現状の課題や状況を踏ま え、

以下の点を労使で議論し ていま す。

・ 前提と し て、 ス テージC-t期間の６ 年間を踏ま えス テージＢ への受験、 及びス テージＣ 格付に関し ては、

でき る 限り 直近ラ ンク で判断し ていく こ と が本人の納得性、 理解にも つながる こ と から 、 ６ 年目７ 月の本給ラ ンク

にて判断をする 方向で検討し ていき ま す。

【 B-1HAP受験要件】

・ 上記を踏ま え、 受験要件についてはス テージC-t育成期間に求めら れる 本給ラ ンク の要件を導入する こ と と 、

６ 年目期初のエント リ ー後の６ 年目７ 月本給ラ ンク 確定次第では、 エント リ ーし たも のの受験でき なく なる

可能性が残る こ と への、 該当者本人のモチベーショ ンの観点から の必要の有無。 ※❶参照

【 ス テージC-tから ス テージＣ への格付要件】

・ 格付要件については継続し て本給ラ ンク によ る も のと し 、 ス テージB-1HAP受験前に確認する こ と と 、 格付けに

伴う 本給評価時期を受験要件同様に現状から 1年延長 する ６ 年目７ 月本給ラ ンク と する こ と の是非。 ※❷参照

※いずれも 要件に満たすラ ンク は検討中。

参考） 社員ス テージC-ｔ における ＜ベース 給＞及び＜評価別昇給表＞ ※2023年春の議案書抜粋

C-t入社後

【制度改定】

22年度から
※C-t期間

６ 年間

６ 年目 ７ 年目

合格

ステージB-1

６ 年目７ 月
本給ランク

●以上

６ 年目７ 月
本給ランク

●以下

ステージC

❶

全員
B-1HAP
エントリー
資格あり

B-1
HAP
受験
資格
あり

B-1
HAP
受験
資格
なし

不合格

未受験

８ 年目

ステージC-t

ステージB-1

ステージC

ステージC

❷

４ ） 今後のス ケジュ ール（ 案） について

・ 2023年度中に制度改定に向けて審議決定をし た上で、 2024年度ま では現行の制度運用を考えていま す。

・ 合わせて、 2025年４ 月から 制度改定後の運用を開始し 、 2025年度ス テージB-1HAP受験者、 及び

2026年4月1日付ス テージC格付者から 新制度対象と する こ と も 検討し ていき ま す。
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４．両立支援制度の取り組みについて

〇現在グループ労使で検討さ れている 両立支援制度拡充を 踏ま え、 三越伊勢丹における
検討内容を 報告し ま す。 今年度は主に育児関連制度の拡充について検討し ていま す。

この章のポイント

全員対象 途中経過報告事項

・育児関連制度は上記の拡充案で検討を進めますが、拡充には周囲の理解や配慮等、業務運営上の課題も併せて解消していくべきと考えます。
・特に店頭やシフト勤務をしている所属においての配慮には、より改善に向けた取り組みが必要です。
・具体的には以下の観点・課題から検討を進めていきます。

１．育児関連制度の拡充

・両立支援制度の拡充に関しては、メンバーの声やグループ労使協議項目、全ての従業員の生産性向上等を踏まえ拡充の協議を行います。
・今年度は主に育児関連制度の拡充に取り組みます。
・現在以下の通り三越伊勢丹の育児勤務制度の水準においては、グループガイドライン通りの内容となっています。
・今年度はグループ労使協議を見据えながら、三越伊勢丹独自としての育児関連制度の引き上げの検討を行っていきます。

※グループの協議状況はP30参照

・育児勤務制度は通算年数、末子対応は廃止し、子の人数に関わらず小学校3年生の3月末までに拡充する方向で検討します。
改定時期としては2024年度からの改定で労使合意を目指していきます。

・一方フルタイム早番固定勤務に関しては現在の要員バランスからも影響が少なくないことから、グループガイドラインをベースにしながらも、
三越伊勢丹独自として今年度どこまで取り組むべきか、段階を踏みながら具体的な拡充内容・拡充時期を協議していきます。

< 現行の育児勤務制度>

２．具体的拡充案と検討項目

■グループ労使協議
を見据えた引き上げ

■三越伊勢丹独自での
引き上げ項目の検討

< 拡充案>

< 育児関連制度拡充にあたっての観点>

３．その他

・このような両立支援制度の拡充を通じて、相互に理解し合いながら働ける環境を醸成することは非常に重要だと考えています。

・今後もグループ共通推進項目や、三越伊勢丹ならではの項目（ 介護・疾病等） についての取り組みを、メンバーの声を聞きながら
継続して協議を行います。

育児勤務（ 時短勤務）
・子が一人: 小学校3年生末まで

・子が複数: 育休合わせ通算10年までか末子小学校1年生9月末までの長 い方

フルタイム早番固定勤務

（ 社員・メイト 社員対象）

・子が一人: 小学校4年生の3月末まで

・子が複数: 育休合わせ通算11年までか末子小学校2年生9月末までの長 い方

周囲

・育児勤務者退勤後の遅番勤務の偏り

・各休班編成の各休（ 土日・祝日） の変更増

・要員配置や業務分担

育児勤務者

・育児勤務者自身の周囲への遠慮による心理的負荷

（ 日・祝の希望休や子が理由の突発休の取得のしづらさ等）

・部門・所属・お買場・担当単位での育児勤務者の配属のばらつき

　（ 特に店頭、シフト勤務をしている所属）

その他 ・フルタイム早番固定勤務の拡充に伴う数回の遅番の必須化検討

育児勤務（ 時短勤務）
・子の人数に関わらず小学校3年の3月末まで

　※2 0 2 4 年度~ 導入を目指す

フルタイム早番固定勤務

（ 社員・メイト 社員対象）

・現状から拡充していく方向性

　周囲の理解や配慮の必要性を踏まえ、次年度以降の拡充範囲を検討
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５．メイト社員制度改定について

〇メ イ ト 社員の採用賃金に関する 検討と 今後の議論ポイ ント について説明し ま す。

この章のポイント

メイト社員対象

１．メイト社員の採用賃金の現状と課題

報告事項

２．具体的な議論・検討ポイント

< 現状のメイト社員の採用賃金>

・メイト社員の採用賃金の改定においては「採用競争力」「労働市場の状況」においても、その水準には見直しの必要があると捉えています。

１ ） サテライト店舗におけるメイト社員の採用賃金の見直し

※サテライト各店はフェロー社員からの転換者

・サテライト店舗におけるメイト社員の採用賃金は過去の千葉サテライト店からの経緯やサテライト店舗からの転換者のみという状況から
これまでは中途採用とは差がある状況でしたが、転換に対するモチベーションや中途採用との差に対するバランスを踏まえ、

サテライト 採用賃金を中途採用の水準に合わせていく方向で労使協議を行います。

２ ） 地域別最低賃金の動向に伴う店付・部付メイト社員の採用賃金の見直し

・年々上昇を続ける地域別最低賃金に伴い、店付・部付メイト社員の採用賃金も時給換算した際に地域別最低賃金に

追い付いていく現状を踏まえ、店付・部付メイト 社員の採用賃金の見直し・協議を行います。

店付・営業部付 174,000円

大卒・短大・専門卒 184,000円

既卒中途採用 190,000円以上

サテライト各店 178,000円

【現状の課題】

C-t社員の採用賃金
とのバランス

サテライト各店と
中途採用との

採用賃金のバランス

地域別最低賃金
への対応

３ ） その他のメイト社員の採用賃金についての検討

・メイト社員の採用賃金においても労働市場の動向、採用競争力、C-tとの採用賃金の差、

上記店付・部付メイト社員の採用賃金見直しに伴うバランスも考慮しながらメイト 社員の採用賃金の在り方について検討します。

< 具体的議論項目>

< 検討にあたってのポイント>

・前回の議案書でも述べた通り、サテライト店舗と中途採用の採用賃金のバランスC-tの採用賃金が年々引き上がることによる差の拡大、
それに加え、地域別最低賃金引き上げに伴いメイト社員、部付メイト社員の採用賃金についての労使協議を行っていきます。

・上記検討にあたっては今後、会社におけるメイト社員の方向性、既存者対応の範囲、原資とのバランスを考慮しながら
労使で優先順位を持ちながら協議を行っていきます。
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※ 組合は、地域別に時間給の最低賃金を定めている本部方針に基づき、事業所ごとに最低賃金を設定します。
上記要求水準は、本部方針に基づいた水準をベースに制度上の最下限水準を使用しています。

※ 2023年度中に上記水準が公的最低賃金（ 各都道府県の地域別及び産業別最低賃金） を下回った場合は、
「公的最低賃金 の改定発効される年月日以前に改定水準を適用する」ことを労使確認の上、組合機関会議
（ 本・支部執行委員会） にて 審議決定します。

< １ > 2023年度各地域における地域別最低賃金（ 厚労省HPより）

・厚生労働省が発表している47都道府県の地域別最低賃金の改定額が公表され、三越伊勢丹の店舗・事業所がある
地域の改定額は以下の通りです。

東京都内の

事業所

千葉県内の

事業所

神奈川県内

の事業所

埼玉県内の

事業所

茨城県内の

事業所

群馬県内の

事業所

栃木県内の

事業所

福島県内の

事業所

大阪府内の

事業所

2022年度 1,0 72円 984円 1 ,071円 987円 911円 895円 913円 858円 1,023円

今年度 1 ,1 1 3 円 1 ,0 2 6 円 1 ,1 1 2 円 1 ,0 2 8 円 9 5 3 円 9 3 5 円 9 5 4 円 9 0 0 円 1 ,0 6 4 円

< ２ > 三越伊勢丹における対応

東京都内の

事業所

千葉県内の

事業所

神奈川県内

の事業所

茨城県内

の事業所

栃木県内

の事業所

埼玉県内の

事業所

大阪府内の

事業所

MI現行最低賃金 1,085円 995円 1,085円 930円 930円 1,000円 1,035円

23年度改定

地域別最低賃金
1,113円 1,026円 1,112円 953円 954円 1,028円 1,064円

★2 3 年度改定

MI 最低賃金
1 ,1 1 5 円 1 ,0 3 0 円 1 ,1 1 5 円 9 5 5 円 9 5 5 円 1 ,0 3 0 円 1 ,0 6 5 円

昨年比（ 円） ＋3 0 円 ＋3 5 円 ＋3 0 円 ＋2 5 円 ＋2 5 円 ＋3 0 円 ＋3 0 円

・2023年度春の交渉にて妥結した事業所別の最低賃金の中で、以下の地域の最低賃金が
地域別最低賃金の改定額を下回りましたので最低賃金の改定を行います。

・改定額を下回るフェロー社員は34人、エルダーフェローは22人となり、調整給にて改定額の時給水準まで引き上げを
行います。

< １ > 三越伊勢丹における改定額について

< ２ > 改定時期について

・地域別最低賃金の発効年月日（ 東京・千葉・神奈川・埼玉） は2023年10月1日となりますが、水準の引き上げは
給与計算期間である11日～翌10日に合わせた対応とし、9 月1 1 日からの適用とします。

審議決定後報告事項

< 2023年度改定 地域別最低賃金>

東京都内の

事業所

千葉県内の

事業所

神奈川県内

の事業所

埼玉県内の

事業所

茨城県内の

事業所

群馬県内の

事業所

栃木県内の

事業所

福島県内の

事業所

大阪府内の

事業所

1,085円 995円 1,085円 1,000円 930円 1,030円 930円 930円 1,035円

・2023年度春の交渉にて要求した三越伊勢丹における最低賃金は以下の通りです。

６．地域別最低賃金改定に伴う対応について

〇今年度改定さ れた地域別最低賃金に伴う 対応について報告し ま す。

この章のポイント

フェロー社員・エルダースタッフ対象

１．2023年度地域別最低賃金について

２．フェロー社員における対応について
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職種 店頭販売 顧客サービス セールスⅠ セールスⅡ 事務・業務

現状春交反映済み 1,185円 1,185円 1,385円 1,185円 1,085円

制度改定後 1 ,2 1 5 円 1 ,2 1 5 円 1 ,4 1 5 円 1 ,2 1 5 円 1 ,1 1 5 円

< ２ > 改定時期について

< １ > 具体的改定内容

・ 時給制エルダースタッフは事務・業務の方の時給が東京都の事業所における最低賃金の水準を30円下回ります。
・ 一方で、時給制エルダースタッフの最低賃金引き上げに伴う対応については、水準を下回った職種における対応額を

他の職種にも同水準引き上げることを2022年度春の交渉にて審議しております。
・ つきましては、全ての職種で3 0 円引き上げを行い（ 端数は繰り上げ） 、具体的な職種毎の水準については

以下の表の通りとします。

 地域別最低賃金の発効年月日（ 東京・千葉・神奈川・埼玉） は2023年10月1日となり、㈱三越伊勢丹としての対応
も時給制エルダースタッフの給与計算期間（ 1日～月末日） に合わせ発効年月日と同日（ 10月1日~ ） とします。

３．時給制エルダースタッフにおける対応について
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< １ > DE＆I の取り組みを推進する上での基本的な考え方

< ２ > 具体的な取り組みと考え方

育児勤務ガイドラインの見直し（ 拡充）

ライフイベント再雇用制度の見直し（ 拡充）

男性の育児休業の取得促進

介護と仕事の両立支援制度施策

様々なライフイベントと仕事の両立が

可能となる制度構築

※エクイティ（ 女性活躍推進） の観点

LGBTQ＋の理解増進

国籍の違いに対する配慮

既存制度の拡充以外で重点的に

取り組みが必要なテーマの検討

時間単位有給休暇制度の導入

対象者や事由を限定しない短時間勤務、
休暇・休業・休職制度の検討

あらゆるバックグラウンドを持つすべての

従業員が利用可能な人事諸制度の検討

７．グループ労使協議項目について

○今年度のグループ労使協議にて議論さ れている 内容を 報告し ま す。

この章のポイント

全員対象

１．ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン（DE＆I）の取り組みについて

報告事項

・今年度グループ労使の通年協議ではダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョンを推進していくべく、
あらゆるバックグラウンドを持つすべての従業員が心身ともに健康で、能力を発揮できる環境を整えていきます。

・今年度グループ労使の通年協議ではダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョンを推進していくべく、
あらゆるバックグラウンドを持つすべての従業員が心身ともに健康で、能力を発揮できる環境を整えていきます。
具体的には以下の観点を基に具体的な制度の拡充・見直しの議論を進めていきます。
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項目 現行 改定案

制度の背景となる考え方

「セーフティーネット」

「人材確保・採用競争力の向上」

「早期のフルタイム復帰」

「現場の円滑な運営」

「セーフティーネット」

「人材確保（ キャリア継続の推進）

採用競争力の向上」

「現場の円滑な運営」

ⅰ） 育児勤務 グループ

各社が制度制定可能な

範囲・下限

・小学校３ 年生の３ 月末まで

・在籍期間中、育児休業と通算して、

最長 10年に達する月の末日まで

・但し、末子の小学校就学月の

前月末日まで延長 可能

子の人数にかかわらず、

小学校３ 年生の３ 月末まで

ⅰ） 育児勤務グループ各

社が制度制定可能な範

囲・ 上限

・小学校４ 年生の３ 月末まで

・在籍期間中、育児休業と通算して、

最長 14年に達する月の末日まで

・但し、末子の小学校１ 年生の

３ 月末まで延長 可能

・上限は設けない

・但し、そもそもの『育児』の定義として、

対象を“小学校卒業までの子”とする

ⅰ） 育児勤務下限と上

限を超える制度制定の検

討

HDS及び本部労組にて前提状況を

確認の上、検討する

新たに下限を超える制度設計を検討する場合、

HDS及び本部労組にて前提状況を確認の上、

検討する

ⅱ） フルタイム早番固定 規定なし
すべての会社に対して、子の年齢にかかわらず小

学校卒業まで取得可能な制度導入を推奨する

ⅲ） 短時間勤務（ 育児

事由） との関係
規定なし

育児勤務制度を子の人数にかかわらず、小学

校３ 年生の３ 月末まで取得可能とすることで、

短時間勤務（ 育児事由） の導入は各社任意

とする

②育児勤務ガイドラインの改定（ 案） について

ガイドラインにおける育児勤務が取得可能な下限年数は、両立支援制度として十分とは言えない

育児勤務取得可能の上限年数について、ガイドラインを上回る会社がある

制度を制定する上で背景となる観点が、ガイドライン制定時と変化している

フルタイム早番固定勤務の導入にはばらつきがあり、ガイドラインもない（ 三越伊勢丹導入済）

短時間勤務制度（ 育児事由） を導入している場合の取得期間の不明確さ（ 三越伊勢丹未導入）

①現状の課題認識について

２．今年度の具体的協議項目

< １ > 育児勤務ガイドライン拡充の見直しについて

・以下が現在グループで捉えている育児関連制度に関する課題認識です。
主に育児勤務・フルタイム早番固定勤務に関する課題について協議が必要と考えています。

・上記を踏まえ、三越伊勢丹グループ共通として、育児関連カイドラインの見直しの協議を行っていきます。
具体的な改定（ 案） については以下の通りです。

・改定スケジュールについては2023年度中を目指し、労使協議を進めていきます。
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• 年次有給休暇の使用は「心身の疲労回復やリフレッシュ」を第一義に、“日単位”かつ連休制度での取得を原則としています。
• 2020年度からは「仕事と生活の調和の実現」の推進の下、年５ 日(10回)の範囲内で取得することができる半日単位制度が導入」されました。
• “時間単位”制度は、通院、子の学校行事への参加、家族の介護など、従業員の様々な事情に応じた

「働き方（ 休み方） の柔軟性向上」に資すると考えられますが、勤怠システム上での対応が困難であることから導入が見送られてました。
• しかしながら、2024年10月開始予定の新勤怠システムでは時間単位制度の整備が可能になることから時間単位で取得できる

有給休暇制度をグループ共通で導入することを協議しています。

項目 時間単位有給休暇 ※参考: 半日有給休暇

対象雇用形態 すべての従業員

制度導入 グループ共通必須の導入

時間単位有給休暇と

半日有給休暇の関

係性について

別制度として制度設計を行う

取得方法 1時間単位で取得 所定労働時間の半日分単位で取得

1 日分の回数

1日の所定労働時間に1時間未満の端数がある場合

は、1時間に切り上げ

例: 1日7時間25分の場合、8回で1日分と計算

（ 25分を1時間＝1回と切り上げて計算する。）

2回取得する毎に1日分と計算

取得上限 5 日以内 5日（ 10回）

休憩時間
実働6時間超: 45分

実働8時間超: 60分

原則なし

（ ただし、実働6時間超は45分取得、

実働8時間超は60分）

中抜けの取得 （ 法律上は可） 不可

次年度への持ち越し ストック有休への持ち越しはできない ストック有休への持ち越しはできない

導入時期
システム改修時期である2024年10月の運用開始を

目指し、2024年度の制度導入を目指す
2020年度より制度導入済み

①導入の経緯

②時間単位有給休暇制度導入の前提となる考え方

• 「心身の疲労回復」 と「仕事と生活の調和の実現」の両立を図ることを目的とします。
• グループ内出向の現状と今後より推進されることを想定し、グループ共通制度として導入します。
• 制度導入時期については、取得上限や取得のルールについて引き続き協議を行い、2024年度の制度導入、

運用は2024年10月からの開始を目指していきます。
・ 一方でこの制度導入が柔軟な働き方のひとつにはなり得るものの、この制度導入により想定される現場への影響や

詳細な運用上のルールについても併せて協議を行います。

③遅刻・早退・外出の賃金控除のルールについて

• 現在はフレックスタイム制勤務を除く月給制社員には、遅刻・早退・外出の賃金控除においては1日の所定労働時間に
達するまで賃金を控除しないルールになっています。 ※議案書P36参照

• 今後、時間単位有給休暇制度が導入されることにより、より柔軟な働きかたが可能になることからこのルールのあり方について
協議を行います。

< ２ > 時間単位有休休暇制度導入について

【概要（ 案） 】
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報告事項全員対象

この章のポイント

８．働く環境の整備

１．適正な労働時間管理の推進

働く 環境の整備の取組みと し て、 2023年度は以下の項目を 検討し ていき ま す。
①適正な労働時間管理の推進
②風土改革

（ ２ ） 2 0 2 3 年度の取組みと進捗

➀具体的な取組み

23年度は、更なる実効性につなげるための具体的な取り組みを労使でおこなっています。
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②事象や要因をふまえた課題
〇継続的な、時間管理ルールに対する「意識・知識」をアップデートする機会が必要です。
〇労働時間管理の取り組みが不十分な所属に対して、さらに踏み込んだ施策が必要です。
〇時差時間と時間外両方の低減に向けて、業務改革の取り組みが不可欠です。

事象と要因

• 業務と見なすべきものとそうではないものの認識
• 自己啓発として見なされるものとそうでないもの

時間管理ルールに対する
知識不足

• 休日のPCログインとPCの消し忘れ
• フレックスタイム勤務の運用に対する意識
• 時間外勤務“目標”の提示のみによる時間外削減
• 勤怠データの修正などの不適切な勤怠管理
• 上司・部下間の報告や確認や相談の不足

時間管理ルールに対する
意識不足

１ ） 時間管理ルールの順守にむけた取組み

（ １ ） 昨年度までの継続検討課題
①長 時間労働者へのヒアリングによる事象とその要因

長 時間労働発生者などに対する人事・組合双方から原因・対策の個別確認をしています。

取組みの観点 取組み項目 具体的取組み内容と 進捗状況

意識・ 知識の向上
・ eラ ーニング
・ 労使共同宣言の発信
・ 労使によ る 啓蒙啓発ポス タ ー掲出

・ 昨年度から の環境変化をふま えた「 適正な労働
時間管理」 eラ ーニングを2023年9月に実施し

（ 株） 三越伊勢丹と し ては回答率100％と なり 、
一定の意識・ 知識のアッ プデート の機会と なった。

意識の向上

・ 『 長 時間労働者』 の基準見直し
・ 『 長 時間労働所属』 を対象と し た面談

の新設

・ あら たな基準をも と に、 「 個人単位」 「 所属
単位」 にメ イ ン業務や役割分担や上司と のコ ミ ュ
ニケーショ ンなど 前年度よ り も 詳し く 状況を
ヒ アリ ングし ている こ と で、 時差時間の削減や
さ ら なる 必要な打ち手の検討につながっている 。

・ 月の中間チェ ッ ク の精度向上

・ 中間チェ ッ ク の目的（ 上司・ 部下間の業務遂行に
関する コ ミ ュ ニケーショ ン促進） の理解浸透のた
めの継続的発信をし ている こ と で、 一部の所属では
月末を迎える 以前の注意喚起につながっている 。

・ 改善が見ら れない所属・ 個人に対する
取り 組みの強化

・ 一定期間のフ レ ッ ク ス 勤務の停止含めた
マネジメ ント に向けた取組みを開始。 （ 上期は結果
的に発動なし ）
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２ ） 業務改革の取組み（ 職場における 業務の効率化推進の取組み）

（ １ ） 昨年度までの取組みから継続している課題
仕事内容や進め方の問題については、全社共通で対応方法を共有するものと、各部門・所属での対策を講じるものとで
分けて対応する必要があります。（ いずれも時間外勤務の適正な計上は必須）

長 時間労働の

背景の集約

全社共通で生じるもの

部門特性で生じるもの
部門・所属と連動

した対策

全社にむけた対策

（ ２ ） 2 0 2 3 年度の取組みと進捗

①各部門の長 時間労働が生じるオケージョンへの対応
2023年度は各店をはじめとした「安全衛生委員会」や「時間管理確認会」等で、前年長 時間労働が発生した
オケージョンに対して、長 時間労働を防止するための対策について事前に確認・意見交換したうえで、繁忙期を
迎えるようにします。

 三越伊勢丹で長 時間労働が発生しがちなオケージョン

単位 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

本社

新宿

日本橋

銀座

立川

浦和

HDS
確認

中元体制

（食品・催事）
（応援体制）

確認

確認

確認

確認

確認

決算
（経理）

バレンタ
イン

（食品・
催事）

ｻﾛﾝﾄﾞｼｮｺﾗ

学校制服
（個人・法人G））

クリスマス

（食品・催事）
（応援体制）

外国展

（計画・
催事）

確認

23年度時間外 4～8月平均 前年比

ステージA 3:01 133.8%

ステージB 6:43 130.5%

ステージC 5:14 115.6%

メイト社員 2:44 111.4%

その他 1:44 143.3%

全体平均 4:36 125.6%

• 時間外勤務は全体平均前年比125 .6％で推移。

• 時差時間撲滅の取組みにより「必要な業務に対しては
時間外勤務として認める」という考え方が浸透し、結果時
差時間の軽減につながってきている。

・その結果時間外は増加しているため、今後は、次のステップ
として実質的な時間外勤務の軽減につなげられることが必要。

＊『時差時間』とは、「確定した出退勤時間」と「入退館や
パソコンログ時間、または打刻時間」の間の差。

➁2 0 2 3 年度の時間外勤務の実績（ 2 3 年4 月～8 月平均）
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（ ２ ） 2 0 2 3 年度の取組みと進捗状況

●個人外商のセールスは今までの「個人対応」から「チーム制やバディ制」での対応をすすめはじめています。

●組合では、対応方法変更後の働き方や仕事のすすめ方の変化について把握するために、昨年に引き続き個人外商

従業員を対象に働き方アンケートを9月に実施し、現在集計を行っている最中です。

●把握した昨年度からの変化や課題に対しては、所属メンバー・所属長 ・人事と共有していきます。

●業務特性・顧客特性により、顧客また営業面への影響も大きい為、 対応については会社の方向性・方針を検討した上で、

具体的な対応策について労使にて共有・確認をしながら進めていきます。

３ ） 外商統括部（ 主に個人外商グループ） における 働き
方

勤務実態の把握と 適切な反映

所定時間外に認めら れる 業務の明確化
( 時間外や休日出勤手当への反映を前提）

意識・ 知識の継続的な醸成

（ 1 ） 昨年度までの取組みから継続している問題と検討の視点
2022年12月2023年１ 月に個人外商グループで実施した働き方のアンケート調査では、「一部の担当や個人に

おいて、時差時間や休日勤務が恒常的に発生している」「勤怠が正しく把握・申告されていない」などの問題が明らかに
なりました。

2023年4月より、所定時間外に業務をしない、業務をおこなった際の勤怠実績の把握と反映、などの視点で対策の
検討がスタートしました。

＜検討の視点＞

所定労働時間外で業務をし ない仕組みづく り

恒常的な時差時間や休日勤務

（ 一部担当・個人において）

＜問題点＞

適正な勤怠の把握と 反映

➁取組みの進捗
2023年度上期は各店労使間にて、「中元体制」について5月に事前確認・意見交換、9月に検証結果と更なる課題の
確認をおこないました。課題や好事例は11月の「クリスマス・歳暮体制」に向けた対策の検討へつなぎます。

■取組みの事例（ 中元体制）

店舗 2 0 2 2 年課題 2 0 2 3 年対応 2 0 2 3 年度成果

事例
１

・ 全体計画が遅れ気味
・ 一部メ ン バーに一定の残業が

発生

・ 関連部署と 早期打合せ開始
・ 事前研修強化
・ 繁閑に応じ た効果的、 効率的な要員配置を

更に強化
・ 運営総要員数の削減

・ 前年比60% の要員で運営し き る
こ と ができ た

・ 一部の雇用形態で残業が増加し たが、
要因は明確（ CRM施策の推進強化）

事例
２

・ 通常の店内応援と ギフ ト セン タ ー
応援によ り 、 長 時間労働の
メ ン バーが増加

・ 催事取組みに関わる 組織体制変更
・ マルチタ ス ク 全体の年間のス ケジュ ールと

応援数の抽出と 早期発信（ 4月）
・ 業務を チームでフ ォ ロ ーでき る 体制づく り

・ 催事への取組み体制がシン プルに
なっ たこ と で一体化し た業務遂行に
つながっ た

・ 時差や時間外の軽減につながっ て
いる

・ 今後はチーム によ る 業務運営の向上
が課題

事例
３

・ 店頭含めた全員の応援体制で
ギフ ト センタ ー運営

・ 特に店頭メ ン バーの残業増加が
発生

・ アルバイ ト 採用の経費確保
・ 店頭を 除く 後方ス タ ッ フ の応援体制を

基本と する

・ 元階店頭については店頭販売に集中
する こ と ができ た

・ 後方ス タ ッ フ の残業時間は一定の
増加がある ため運営体制の見直し
も 含め検討
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資料❷ 適正な時間管理の実現にむけた「労使共同宣言」と「啓発ポスター」（ 三越伊勢丹グループ労使作成）

時間管理啓発ポスター

資料❶「 働き 方ハンド ブッ ク 」 （ 三越伊勢丹支部独自発刊）

 2022年7月発刊した内容を更に見直し、23年7月に再発刊しました。
 社会的な労働時間管理や職場風土改革など、「働きやすさ」への関心の高まりをふまえ、

働く環境に関するルールの浸透や実践を目的に、「労働時間管理」や「ハラスメントの撲滅」
などについて分かりやすく解説したハンドブックです。

＊右のQRコードから入手してご利用ください。➡

特に、P9~ 12では、「シフト勤務・フレックス勤務」「出社勤務・テレワーク勤務」など
多様な働き方がある中で、その働き方の目的などをわかりやすく解説しています。

■参考: 勤務形態について ＊P9~ 10掲載
➀特徴 ➁運用ルール等の違い
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２．風土改革

１ ） 風土改革の向上に向けた取組

（ ２ ） グループ労使協議の方向性

（ １ ） 三越伊勢丹支部の取組み
 グループ労使協議にて再定義される方向性と具体的手法をもとに、三越伊勢丹労使間では、現在の状況を鑑み

た上で取り組む項目を決定し推進をしていきます。労働組合としては、継続的に取り組んでいる対話風土の醸成
を中心に、職場環境の改善に繋げていこうと思っています。

「風土改革」の取り組む位置づけの再整理

●「心理的安全性の高い職場」とは

「チーム・組織の目標達成のために、チャレンジングなコミュニケーション※を安心して行える状態」
※チャレンジングなコミュニケーションとは・・・相手を信頼し目標達成のために率直な意見や懸念、疑問点や初歩的な
質問を投げかけることができ、罰せられたり屈辱を与えられる心配なく、互いに自身の力不足や失敗を開示、受容することです

■心理的安全性が不足すると発生する4つの不安
・無知と思われる不安
・無能と思われる不安
・邪魔/迷惑と思われる不安
・ネガティブと思われる不安

■心理的安全性を高める4つの因子
・話しやすさ ・助け合い
・挑戦 ・新奇歓迎

参考: 心理的安全性とは

4つの不安の排除と4つの因子向上推進により、心理的安全性を高め、
多様な個性の発揮、掛け合わせによる生産性向上やハラスメントの
撲滅、業務改善に繋がっていきます。

 昨年度発信をされた「従業員エンゲージメント向上の取組み」や、本年新たに発信をされた「グループ企業理念」、
「労使共同宣言」を受けて、労使協議における風土改革の位置づけを再整理しました。
「目指す姿」の実現へ向けて、「心理的安全性を高める」、「対話風土の醸成」、「相互尊重の推進」の3つの視点
から、具体的取組を設定し、目指す姿に向けて取り組んでいきます。

※１ ・DE＆I: ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン: Diversity（ 多様性） ・ Equ ity（ 公平性） ・Inclu sion（ 包括性）
をあわせた言葉。企業理念などにその3つを取り入れることで、多様な人材が尊重し、力を発揮できる環境を実現する概念。

※２ ・ライフワークバランス: 「生活と仕事を調和させること」。仕事と生活を両立させ、相乗効果を生み出していく。

実現したい項目

目指す姿

・適正な時間管理の
実現

・ハラスメントの
撲滅

・DE&Iの
推進※１

・ライフワークバランスの
実現 ※２

目指す姿に向けての打ち手の視点

・対話風土の醸成・相互尊重の推進
・心理的安全性を

高める

・安心して働くことの出来る職場環境
・あらゆるバックグラウンドを持つ全ての従業員が心身ともに健康で能力を発揮できる環境
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Ⅳ．2023年下期繁忙期延短刻について

39



Ⅳ．2023年度下期繁忙期営業条件について

○こ の章では９ 月25日、 26日の評議員会で審議決定し た2023年度下期繁忙期営業条件について
報告いたし ま す。

この章のポイント

全員対象 報告事項

１.会社の申し入れ内容

１ ． 本支店の1 2 月（ クリスマス・年末1 2 月3 0 日） 繁忙期対応
・ クリスマス及び年末年始の繁忙期営業の対応を以下の通り実施いたします。
・ 網掛け部分は前年より延長 、黒塗り部分は前年より短縮となっています。
・ ①の下線部分は基本営業時間より延刻、③④は短刻となっております。

株式会社三越伊勢丹の本支店2023年度下期営業条件について、繁忙期等における延短刻対応を以下の通り
定めたく、ここに申し入れいたします。なお、行政からの通達等によって変更が生じる場合は、別途申し入れさせて頂
く予定です。

① ※1 : 延刻日前年より+ 1日 ※2 : 6階～8 階　前年より閉店時間9 0分短縮

　　※3 : 3階～6 階　前年より閉店時間6 0 分短縮

③ ※4 : 1 階のみ　前年より閉店時間6 0分延長

④ ※5 : 前年より閉店時間6 0分延長 　　

※6 : 前年より閉店時間3 0 分短縮 ※7: 6 階～8階　前年より閉店時間30分短縮

※8 : 前年より閉店時間6 0 分短縮

延短刻なし（ 前年同様）
⑤クリアランス

2 日目以降

1 8 :0 0

※8

閉店
17 : 00

（ 食品のみ18:00）

1 7 :0 0
（ 地階～1 階

1 8 :0 0 )

※4

18: 00 18 : 00
17 : 00

（ 食品のみ18:00）

閉店 19 : 30
1 9 :0 0

※5

1 9 :0 0

※6

10 : 00

新宿 日本橋 銀座 立川 浦和

10 : 00

閉店 20 : 00
19 : 0 0

（ 地階～1階 19:30）

2 0 :3 0

※1

2 0 :0 0

（ 6 階～8 階 1 8 :3 0 ）

※２

1 9 :0 0
（ 地階～2 階

2 0 :0 0 ）

※３

①クリスマス

【延刻対象】

銀:1 2 /2 2 -2 4

立:1 2 /2 2 -2 3

開店 10 : 00 10 : 0 0

延短刻なし（ 前年同様）

10 : 00
（ 食品のみ9:00）

②年末
（ 12/26-12/30 ）

③大晦日
( 1 2 月3 1 日)

開店
10 : 00

（ 食品及び６ 階催事場

のみ９ :00）

10: 0 0 10 : 00

④初商

( クリアランス初

日)
（ 1 月2 日）

開店 10 : 00 10 : 0 0 1 0: 0 0 10 : 00

10 : 0 0 10: 0 0
10 : 00

（ 食品のみ9:00）

1 9 :0 0

（ 6 階～8 階 1 8 :3 0 ）

※7
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< 参考資料>

その他の営業条件

レストラン、サテライト店、スペシャリティストア等の営業条件は以下の通りとします。

レスト ラン・喫茶・定借ショップ等　営業条件一覧
店舗 大晦日の営業時間 初商日の営業時間 休業日 備考

新宿本店 本館７ 階 レストラン 11: 00-17 : 00 10: 30-19: 30 新宿本店に準ずる

新館10階 レストラン 11: 00-18 : 00 11: 00-22: 00

新館９ 階 レストラン 11: 00-18 : 00 11: 00-22: 00

新館地下1階 イータリー 11: 00-18 : 00 11: 00-22: 00

新館11階・12階 レストラン 11: 00-18 : 00 11: 00-23: 00

新館９ 階 レストラン 10: 00-18 : 00 10: 00-19: 00

新館8階 アートアクアリウム 10: 00-17 : 30 10: 00-18: 30

8階 レストラン 11: 00-18 : 00 10: 30-21: 00

１ 階 スターバックス 7: 30-18: 00 9: 00-21: 00

浦和店 7階・アイプラス1 レストラン 11: 00-18 : 00 11: 00-18: 00 浦和店に準ずる

※新型コロナ対応により、基本営業時間は変更する場合があります。

11: 00-22: 00

銀座店

11: 00-23: 00

銀座店に準ずる
10: 00（ 11: 00） ※ -22: 00

※カフェは10時開店、食堂は11時開店

10: 00-19: 00

立川店
11: 00-22: 00

立川店に準ずる
7:30-22: 00

フロア 基本営業時間

11: 00-22: 00

日本橋本店

11: 00-22: 00

日本橋本店に準ずる11: 00-22: 00

11: 00-22: 00

■サロン・ギフトショップ

基本営業時間 休業日 備考 大晦日の営業時間 初商日の営業時間

大阪ギフトサロン 10: 00-18: 00 ルクアに準ずる 当面の間は、10: 30-18: 00営業

伊勢丹相模原

①お得意様サロン

②レリアン・ギフトショップ

①10: 00-18: 00

②10: 00-21: 00
休業日はボーノ相模大野に準ずる

②: 現在は10:00-18: 00申請届出を毎月提出により

　　　営業時間変更中　【2024年3月まで予定】

※入居する施設からの要請や棚卸の実施状況、新型コロナ対応等で、営業条件を変更する場合があります。

店舗

三越 施設に準ずる

伊勢丹 施設に準ずる

■サテライト店

基本営業時間 休業日 備考 大晦日の営業時間 初商日の営業時間

牛久・古河・久喜

小山・桐生
10: 00-18: 00

歳暮繁忙期・祝日を除く月曜日

（ 休業日: 10/2・16・23・30、1/1・15・22・29、2/5・19・26、3/4）
10: 00-17: 00 1/2　⇒　10: 00-18: 00

東金・五井・臼井

茂原・館山
10: 00-18: 00

歳暮繁忙期・祝日を除く火曜日

（ 休業日: 10/3・10・17・24、1/1・16・23・30、2/6・20・27、3/5）
10: 00-17: 00 1/2　⇒　10: 00-18: 00

鹿島（ ホテルショップ） 10: 00-18: 00
鹿島セントラルホテルに準ずる

1/1休業
10: 00-17: 00 1/2　⇒　10: 00-18: 00

いわき 10 : 00-19: 00
いわきラトブに準ずる

1/1休業
10: 00-18: 00 1/2　⇒　10: 00-19: 00

館林 10: 00-19: 00
アゼリアモールに準ずる

1/1休業
モールイベント期間は、10: 00-20: 00営業 10: 00-19: 00 1/2　⇒　10 : 00-20: 00

伊勢崎 10 : 00-20: 00 スマーク伊勢崎に準ずる 休業日なし 10: 00-18: 00 1/1　⇒　10: 00-20: 00

春日部 10 : 00-20: 00 ララガーデン春日部に準ずる 休業日なし 10: 00-19: 00 1/1　⇒　10: 00-20: 00

つくば 10 : 00-21: 00 イーアスつくばに準ずる 休業日なし 10: 00-19: 00 1/1　⇒　10: 00-21: 00

羽生 10 : 00-21: 00 イオンモール羽生に準ずる 休業日なし 10: 00-20: 00 1/1　⇒　9: 00-21 : 00

木更津 10: 00-21: 00 イオンモール木更津に準ずる 休業日なし 10: 00-21: 00 1/1　⇒　9: 00-21: 00

ひたちなか 10 : 00-20: 00 ファッションクルーズニューポートひたちなかに準ずる 休業日なし 10: 00-18: 00 1/1　⇒　10: 00-20: 00

ユーカリが丘 10 : 00-18: 00
ユーカリプラザに準ずる

1/1休業
10: 00-17: 00 1/2　⇒　10: 00-18: 00

川越 10 : 00-19: 00
ウニクス川越に準ずる

1/1休業
10: 00-18: 00 1/2　⇒　10: 00-18: 00

※入居する施設からの要請や棚卸の実施状況、新型コロナ対応等で、営業条件を変更する場合があります。

店舗

路

面

店

三越

Ｓ

Ｃ

テ

ナ

ン

ト

三越

■スペシャリティストア

基本営業時間 休業日 備考 大晦日の営業時間 初商日の営業時間

イセタンサローネ（ 六本木） 11 : 00-21 : 00 東京ミッドタウンに準ずる 当面の間は、11 : 00-20 : 00営業

イセタン羽田ストア（ レディス） T1 8 : 00-20 : 00 羽田空港国内線第一ターミナルに準ずる 休業日なし。当面の間は、8: 00-19 : 00営業

イセタン羽田ストア（ メンズ） T1 8 : 00-20 : 00 羽田空港国内線第一ターミナルに準ずる 休業日なし。当面の間は、8: 00-19 : 00営業

イセタン羽田ストア（ メンズ） T2 8 : 00-20 : 00 羽田空港国内線第二ターミナルに準ずる 休業日なし。当面の間は、8: 00-19 : 00営業

※入居する施設からの要請や棚卸の実施状況、新型コロナ対応等で、営業条件を変更する場合があります。

店舗

Ｓ

Ｃ

テ

ナ

ン

ト

スペシャリティ

ストア

施設に準ずる

施設に準ずる

施設に準ずる

施設に準ずる
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■スクールユニフォーム

基本営業時間 休業日 備考 大晦日の営業時間 初商日の営業時間

伊勢丹会館3階

※繁忙期は伊勢丹会館2階

　　も拡大(詳細は右記の

　　備考のとおり)。

11 : 00-19: 00
下記以外は、新宿本店に準ずる

12/30-1/3休業

【繁忙期体制】

■期間: 1/18-3/16

　※要予約期間 : 1/18-3/12

■営業時間　: 11: 00～19: 00

■会場: 伊勢丹会館２ 階・３ 階

ボーノ相模大野3階 10: 00-18: 00※ ボーノ相模大野に準ずる
※10:00-18: 00申請届出を毎月提出により

　 営業時間変更中　【2024年3月まで予定】

三越日本橋本店本館5階

※繁忙期はSDビル5階に移設

　　(詳細は右記備考のとおり)。

日本橋本店に準ずる
下記以外は、日本橋本店に準ずる

1/1 -1/4休業

【繁忙期体制】

■期間: 1/5-4/11

　　※要予約期間: 1/5-3/12

■営業時間　: 11: 00～19: 00

■会場: SDビル5階

千葉市中央区新町1-17

JPR千葉ビル1階
11: 00-18: 00 火曜日

聖徳大学内（ 松戸市） 8: 30-16 : 00
日曜日及び大学指定日

年末年始（ 日程調整中） は休業予定

9/15・22・29、1 0/13・27、11/10・11/24、12/8は

8: 30-18: 00営業

晃華学園内（ 調布市）

8: 00-16 : 00

（ 13: 00－13:30は閉店）

※土曜日もしくは日曜祝日営

業となる場合の営業時間

9: 00ー12: 00

土曜日・日曜日及び学校指定日

年末年始（ 日程調整中） は休業予定

暁星学園内（ 千代田区）
8: 00-16 : 00

（ 土曜日は13:00閉店）

日曜日及び祝日と学校指定日

年末年始（ 日程調整中） は休業予定

千葉日本大学第一小学校内

千葉日本大学第一中高学校内

（ 船橋市）

小学校

10: 20 -13: 30（ 平日）

10: 00 -12: 00（ 土）

中・高

8:15-15: 45（ 平日）

8:15-13: 00（ 土）

日曜日・祝日及び学校指定日

年末年始（ 日程調整中） は休業予定

　   　
※入居する施設からの要請や棚卸の実施状況、新型コロナ対応等で、営業条件を変更する場合があります。

晃華学園 年末年始は休業予定（ 日程調整中）

暁星学園 年末年始は休業予定（ 日程調整中）

千葉日大一 年末年始は休業予定（ 日程調整中）

三越日本橋 日本橋本店に準ずる

三越千葉 ※10月26日にて閉店

聖徳大学

（ ジャンティ三越）
年末年始は休業予定（ 日程調整中）

店舗

伊勢丹新宿 12/30-1/3は休業

伊勢丹相模原 施設に準ずる

■イセタンミラー

基本営業時間 休業日 備考 大晦日の営業時間 初商日の営業時間

ルミネ新宿2
平日　11: 00 -21 : 30

土日祝　10:30-21 : 30

施設に準ずる

1/1休業
当面の間は、全日11: 00-21: 00営業

ルミネ大宮
月～土  10: 00-21 : 00

日祝　　10: 00-20 : 30
施設に準ずる 休業日未定

セレオ八王子 10:00-21 : 00 施設に準ずる 休業日未定

ルミネ北千住 10:00-20 : 30 施設に準ずる
当面の間は、11: 00-20: 30営業

休業日は2月中旬予定

吉祥寺パルコ 10:00-21 : 00 施設に準ずる 休業日未定。当面の間は、10: 00-20: 00営業

ららぽーとＴ ＯＫ Ｙ Ｏ 　Ｂ Ａ Ｙ
平日　　10:00-20 : 00

土日祝　10:00-21 : 00
施設に準ずる 休業日未定

錦糸町テルミナ2 10: 00-21 : 00
施設に準ずる

1/1、2/21は休業

当面の間は、平日　11 :00-21 : 00

　　　　　　 土日祝　11: 00-20 : 00営業

アトレ大井町 10:00-21 : 00
施設に準ずる

1/1、2/20は休業

東急プラザ表参道原宿 11:00-21 : 00 施設に準ずる

アトレ恵比寿 10:00-21 : 00
施設に準ずる

1/1， 2/19は休業

ルミネ荻窪 10:00-21 : 00
施設に準ずる

1/1は休業

新丸の内ビル
月～土　11:00-21 : 00

日祝　　 11: 00-20 : 00
施設に準ずる 休業日は1月中旬予定

東京ミッドタウン日比谷 11:00-21 : 00
施設に準ずる

1/1は休業
当面の間は、11: 00-20: 00営業

ミーツ国分寺 10:00-21 : 00 施設に準ずる 休業日未定

テラスモール湘南 10:00-21 : 00 施設に準ずる 休業日は2月予定

グランエミオ所沢 10:00-20 : 00 施設に準ずる 休業日は2月予定

ららぽーと横浜
平日　10: 00 -20 : 00

土日祝　10:00-21 : 00
施設に準ずる 休業日未定

※入居する施設からの要請や棚卸の実施状況、新型コロナ対応等で、営業条件を変更する場合があります。

施設に準ずる

施設に準ずる

施設に準ずる

施設に準ずる

施設に準ずる

施設に準ずる

施設に準ずる

施設に準ずる

施設に準ずる

施設に準ずる

施設に準ずる

店舗

Ｓ

Ｃ

テ

ナ

ン

ト

イセタン

ミラー

施設に準ずる

施設に準ずる

施設に準ずる

施設に準ずる

施設に準ずる

施設に準ずる

基本営業時間 休業日 備考 大晦日の営業時間 初商日の営業時間

11: 00-20 : 30 1/1、2/19予定 大家、テナント状況により変更の可能性あり 11:00-18 : 00 1/2　⇒　調整中

10: 30-20 : 00 2/19予定 大家、テナント状況により変更の可能性あり 10:30-18 : 00 1/1　⇒　10: 00-18 : 00

11: 00-20 : 00 2/19予定
休業日は飲食のみ営業。営業時間は飲食別途

大家、テナント状況により変更の可能性あり
11:00-18 : 00 1/1　⇒　10: 00-18 : 00

10: 00-21 : 00 1/1、2/19予定 大家、テナント状況により変更の可能性あり

10:00-18 : 00

※1階マーケットフロア

のみ19: 00

1/2　⇒　10: 00-19 : 00

7 : 30-23 : 00 1/1、2/20予定 大家、テナント状況により変更の可能性あり 7: 30-20 : 00 1/2　⇒　7: 30-22: 00

10: 00-21 : 00 1/1、2/22予定 大家、テナント状況により変更の可能性あり 10:00-19 : 00 1/3　⇒　調整中

フード＆タイムイセタン横浜

フード＆タイムイセタン大船

※入居する施設からの要請や棚卸の実施状況、新型コロナ対応等で、営業条件を変更する場合があります。

■リ ーシング部商業施設

店舗

新宿アルタ

原宿アルタ

サンシャインシティアルタ

ミーツ国分寺

42



３．会社申し入れに対する組合の考え方

クリスマス及び年末年始の営業時間については、年間の中でも最繁忙期にあたる時期であり、お正月という歳時記というこ
とも鑑みると、他の営業日に比べ従業員の働き方や心理的負担感に対する影響が大きいものだと考えています。特に初
商については過去（ 1月2日まで休業） の経緯も踏まえながら慎重に議論をしていくべきであり、会社の営業戦略と併せ
て協議を行ってきました。

■本支店の 12 月（ クリスマス期・12 月 30 日） 繁忙期延刻営業
・業績の回復に伴い各店ともに来店客数が大幅に増え、収益の更なる向上と顧客満足の観点から、「延刻」を行う必要
性は理解できます。
但し、各店が置かれている状況や顧客の動向はそれぞれ異なり、その効果性の見極めは必要だと考えています。また組合
が重視をするメンバーの働く環境への影響、現状の要員体制を考えると、慎重に議論すべき内容であると認識しています。
今回の提案内容は、各店ともに営業上の効果が見込まれる日を精査した上で、必要最小限の延刻設定であると捉えて
います。

■本支店の 12 月 31 日（ 大晦日） ・初商日及びクリアランス期の営業時間
●12月31日（ 大晦日） の営業時間
・日本橋店について
1階、地階が18時閉店、２ 階から上層階が１ ７ 時閉店と昨年度に比べ１ 階が1時間延刻になる事については、日本
橋店の状況を見た時に、ある程度効果性が認められること、またお客様への分かり易さの観点からも理解をできる内容で
あり、従業員への負担が増えない様、会社側が最大限考慮する事を前提としていく事を労使間で確認を行いました

●1月2日（ 初商） の営業時間
初商の捉え方については、以前より組合は一貫して、「他の営業日とは異なる特別な日」と認識しており、「お正月に対す
るメンバーの思い」や「心理的な負担感」が通常営業日とは異なると考えています。会社側との議論については、過去の経
緯を踏まえ、「基本営業条件の考え方」と「働く環境への配慮」、「業績への影響」が議論のポイントとなりました。その上で
今回の提案内容は、直近の顧客動向及び業績の状況を精査し、働き方への影響を最大限考慮することを前提として、
必要最小限の設定であると捉えています。

今回のやり取りでは、業績の回復に伴う予算の見直し等で、各店ともに「少しでも売上を伸ばしたい」という思いから、営業
時間の延刻を検討する状況が多くありました。その考えは理解できるものの、組合としては「従業員の働く環境」を重視して
おり、その様な状況を鑑みると、特に初商などの通常期と異なる与件については、会社としての一定の指針が必要であると
改めて考えています。
組合側としても、今回のやり取りを踏まえ、次年度以降の協議を見据え、支部内での意見集約と方向性の確認を適宜
行いながら、継続協議が出来る仕組みを整えていきたいと思っております。

以上のことから、組合としては今回の提案内容を受諾したいと考えています。

２.申し入れにあたっての会社の考え方

繁忙期における延短刻対応は基本的に「各店が、地域ごとの顧客動向や競合・市場動向、昨年度の体制などを鑑み
策定する」という考え方のもと、会社の方向性との合致、お取組先含めた従業員の働き方等を踏まえて、詳細は各店が
主体的に決定しています。
特に、顧客ニーズが色濃く反映される年末年始の営業体制については、①昨年の顧客動向 ②直近の商況 ③競合
の動向を鑑みながら ESに配慮した適切な営業時間を検討します。
22年度はコロナ禍からの回復途上の中、顧客ニーズに合わせた万全な営業体制（ ＝顧客ニーズに沿った営業時間の
延長 ・短縮） を再構築するという、商売の基本姿勢に立ち戻る事で、”安定した経営基盤の確立、従業員が安心して
働ける環境を整える”という方針を示しました。
昨年度明示した商売の基本に立ち戻るスタンスは普遍的なものであり、23年度も働く環境とのバランスに留意しながら
顧客ニーズに沿った営業体制を整えます。
上記の検討内容に基づき、新宿・銀座は前年強化した営業体制を維持、日本橋は強化、立川・浦和は昨年度の入
店状況を踏まえ、フロア・時間帯別に適切な営業時間の短縮の申入れを致します。
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Ⅴ. 第10期運動方針について

（本部・三越伊勢丹支部）
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支部統括担当による支部活動の活性化 

  第9期から組織を構築した百貨店・関連各支部統括担当による支部活動の推進について、第10 期はその機能をより強化するた

め、情報共有や意思決定のフローや、統括担当の裁量などもあらため、より本支部間のコミュニケーションを密にすることに取り組みま

した。 

  あくまで本部は支部のサポート役であるという明確な位置づけにもとづき、各支部が主体性をさらに醸成・発揮し、支部労使協議を

はじめとした諸活動に取り組むことが、この先もより一層必要となります。 

活動期間と役員任期について 

  短期・中期を意識した運動方針の遂行といった活動計画の視点、活動をよりブラッシュアップしていくといった活動内容の視点、役員

の参画意識の醸成と体系的な教育の実施といった人財育成の視点、以上の3 つの視点から、第10 期から活動期間と役員任期

を、「1期・1年」から「1期・2年」に変更しました。 

  「VOICEサイクル」の浸透・定着をはじめとした運動方針テーマの実現、本部分野別活動計画の遂行、期初に掲げた各支部の運

動方針は、第10期の2年間で一定の成果をあげることを想定しています。 

  また、活動のみならず、本支部ともにこの先のIMGUを担う人財を体系的に教育・育成するためにも、この前半年度の振り返りおよび

後半年度にむけた活動計画の修正とあらたな取り組みは非常に重要な位置づけになります。 

  本定期本部大会を機に、あらためて上記3つの視点を意識した活動を、後半年度にむけて本支部ともに取り組んでいきます。 

 

 

【 第1 0 期後半年度にむけて 】 

「VOI CEサイクル」を目的にしない、循環による課題解決 

  「VOICEサイクル」については、上述のとおり一定の成果をあげられた一方で、課題も浮き彫りとなりました。 

  後半年度では、「VOICEサイクル」の一つひとつの取り組みのブラッシュアップはもとより、それ以上にサイクルを循環させることによる課

題解決に対してより高い意識で臨むことで、運動方針テーマの実現をはかっていきます。 

兼任役員・メンバーのさらなる参画推進 

  前半年度では、「VOICEサイクル」にもとづいた活動を兼任役員が主体的に取り組めるよう、またその浸透度合いをはかるため、地域

百貨店支部の訪問や、在京の関連支部とのディスカッションをおこないました。 

  そういった兼任役員・メンバーのさらなる意識醸成や、活動参画のボトルネックの抽出と課題解決、各支部好事例の共有を目的とし

た活動に継続的に取り組むことで、主体的な支部活動をより発展させていきます。 

問題解決力とマネジメント 力の強化 

  「VOICEサイクル」による課題解決のためには、単にサイクルを循環させるだけではなく、あるべき姿を描き、現状とのギャップをはかり、

問題の真因をつきとめ、適切な打ち手を講じるといった、一連の問題解決力が不可欠です。 

  その問題解決力を培い、「VOICEサイクル」の手法をかけあわせることで、課題解決は実現するものと考え、問題解決力の強化に努

めます。 

  また、兼任役員・メンバーのさらなる参画推進の課題に対しては、専従者のマネジメント力がより求められるものと考えます。 

  これまでの専従が兼任に参画を「お願いする」といったスタイルをもう一度見直し、兼任役員がより主体的に活動へ参画するための適

切なサポート のあり方や、その先のメンバーの巻き込み方についても本部として研究を重ね、組合役員のマネジメント力強化をはかっ

ていきます。 
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  去る、2023年8月31日、そごう・西武労働組合によるストライキがおこなわれ、その影響により西武池袋本店が一日臨時閉店しました。

  今回のストライキにいたるまで、三越伊勢丹グループ労働組合は、他の友好労組と協働し、当該労使間の協議が進展するようなはたら

きかけや、ストライキ予告にかかる記者会見への同席、ホームページやX（ 旧Tw itter） での対外的な発信、ストライキ当日の街頭活

動応援などをおこなうことで、世論を喚起し、行動に対する理解を社会的にも広めることで、セブン&アイ・ホールディングスに対するそご

う・西武労働組合の影響力を強められるよう協力してきました。 

  以下は、2023年8月29日に菊池本部執行委員長 名でホームページにて発信した三越伊勢丹グループ労働組合の見解です。 

 

【 そごう・西武労働組合によるスト ライキ権行使に関する見解 】（ 2 0 2 3 .0 8 /2 9  I MGUホームページより）  

8月28日、そごう・西武労働組合がストライキ権行使の通知を行いました。 

セブン&アイ・ホールディングス経営陣が労使協議に対する態度を変えない限り、31日にストライキを実施することとなる見込みです。 

三越伊勢丹グループ労働組合本部では、この間も、そごう・西武労使における協議が建設的に行われていない状況を打開すべく、他

の百貨店労組と共に、会社に対する要請書の提出や署名活動への参加などといった支援を行ってまいりました。 

しかしながら、その後も株式譲渡後の雇用のあり方をはじめとした労働条件に関して、いまだ建設的な協議が行われない状況が続いて

いました。 

こうした状況を打開すべく、そごう・西武労働組合は、組合員の全員投票を実施し、2023年7月25日にストライキ権を確立しました。

その後、セブン＆アイ・ホールディングス経営陣とそごう・西武売却の経緯・今後の計画・従業員の雇用をはじめとした労働条件のあり方

等について、何度か団体交渉を重ねてきました。 

この団体交渉の中では、経緯や今後の計画についての一定の説明はあったものの、従業員の雇用・その他労働条件についての具体

的な協議には至っておらず、執行部としても、売却後の働き方について、組合員に説明ができない状態が続いています。一方、このような

状況下にも関わらず、セブン＆アイ・ホールディングス経営陣は取締役会にて売却を決定しようとしており、そごう・西武労働組合として

は、その対抗措置として、ストライキ権行使に踏み切らざるを得ない状態にまで来ています。 

このストライキ権行使という判断については、全員投票でも組合員の93％の賛成率を得ていること、すなわちそれだけ多くの組合員が

株式譲渡後の労働条件に不安を抱えていることを意味しており、労働組合として妥当な判断であることは間違いありません。  

このような状況において、今まさに重要なのは、そごう・西武労働組合の経営に対する影響力をより強めることに他なりません。 

その為には、そごう・西武労働組合の行動に対する理解を社会的にも広めること、そごう・西武労働組合の行動をより強固なものとな

るよう支援していくことだと考えます。 

こうした考え方から、三越伊勢丹グループ労働組合は、そごう・西武労働組合の行動を全面的に支持し、今後の組織行動をできる限

り支援してまいります。 

そごう・西武労働組合とは、過去より店舗営業終了の際の雇用対応など、これまでもお互いに支え合ってきた間柄にあります。 

そごう・西武で働く従業員の皆さんが、今後の雇用に関する安心を持ちながら少しでも前向きに日々の業務に取組めるよう、共に取組

んでいきたいと思います。皆さまのご理解、ご協力をお願い致します。 

 

2023年8月29日 

三越伊勢丹グループ労働組合  

本部執行委員長  菊池 史和 

 

  こういった一連の活動に取り組んできたものの、残念ながら当該労使間の協議が前身しないまま、2023年9月1日にそごう・西武売却

の決議がなされました。 
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三越伊勢丹支部 第1 0 期前半年度（ 2 0 2 2 年度） の振り返り 

 

【 第1 0 期運動方針の考え方 】 ※第1 0 期運動方針再掲 

① 【労働福祉】 

 ・会社の戦略変更に伴う人事制度の在り方検討 業績の回復状況に応じた賞与交渉。 

 ・企業の魅力度・ロイヤリティを意識した「将来のあるべき人事制度」を描き、広く大きな視点で見た人事制度の在り方の検討。  

② 【経営対策】  

・会社の経営方針に基づいた各店、営業部の方針のチェックとサポート、経営方針の理解に繋がるような組合活動の実施。 

 ・現場活動との連動した経営対策 納得性の向上に基づいた実効性・生産性向上に繋がる取り組みの検討。 

③ 【VOICEサイクル】（現場活動）  

・メンバーの「声」を基本とした組合活動を「VOICEサイクル」として具体的アクションを実行。  

・現場役員やメンバーとの対話や連携を通じたVOICEサイクルを実行し、課題解決や制度理解促進等に取り組み、 そのサイクルを実

行することで、メンバーにより組合の存在を実感してもらえる活動を目指す。  

④ 【広報活動】  

・支部ヤマー週２ 、LINE週１ を目安とし、組合Ｈ Ｐ に更新された内容を中心に計画的かつタイムリーに全メンバー発信を検討  

・組合活動報告全般については“親しみやすさ”を意識し、特に労働福祉・経営対策関連は“分かりやすさ”を加味しながら、 兼任役員

を筆頭としたメンバーの相互理解・コミュニケーションの場となることを目指す。 

 

【 第1 0 期前半年度のト ピックス 】 

・世界情勢の不安に伴う物価高やコロナ禍の影響が残る中でも、新宿店が統合後過去最高売上を更新し、外商売上の伸長 、インバ

ウンドの回復、収支構造改革もあり、2022 年度単体営業利益 219 億を達成しました。 

・業績の回復に伴い、6 月支給賞与も 2020 年以来の制度通りの要求を行いました。また想定以上の物価高に対応するために、算

出式を用いないベア要求により、月給制 2,000 円、時給制 10 円のベアを実施しました。 

・一方で、スクールユニフォーム池袋、松戸サロンの営業終了が行われるなど、構造改革の取組も実施をされています。 

・また、立川店における出向政策（ 化粧品メンバーの IMH、IMGS、テレコメディア） 等、会社の方針転換に伴う働く環境の見直しも

行われてきました。 

・そのような状況を踏まえ、組合としては現場活動に重きを置き、VOICE サイクルを推進していきながら、組合員にとってよりよい環境を構

築していくため、メンバーの納得性の向上を重視した活動に取り組んできました。 

 

【 活動の振り返り 】 

【労働福祉】 

・2022年度業績賞与については、コロナ禍の2020年12月支給賞与から減額対応を始め、業績回復に伴い回復要求を行ってきまし

たが、2022年12月、2023年6月共に制度通りの水準での要求を実施し、満額回答で受諾しました。 

・春の交渉でのベースアップについては想定外の急激な物価上昇と判断し、制度上の算出式に基づかない要求を実施、次年度以降の

算出式もグループとして、現状の物価の状況を考慮した算出基準としました。 

・60歳以降の制度は、今後の会社の要員変化に伴うエルダースタッフの期待役割、具体的な業務内容、評価制度、処遇等を改めて

整理し、当初の制度改定予定時期とは後ろ倒しになりますが、継続して議論を進めています。 

・その他として自律的なキャリア支援を促進すべく、現状のキャリア形成支援制度を運用状況も含め見直し、両立支援制度の拡充として

主に育児関連制度の拡充の協議に取り組んでいます。 

・時間管理については、22年度の結果として時間外前年123％、時差時間は削減の状況。該当者への労使でのヒヤリング効果もあ

り、「働いた時間は時間外をつける」という基本が出来ている状況です。 
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・9期に初版を発行した「働き方ハンドブック」の更新版を23年7月に発行をし、新しい企業理念やシフト 、フレックス、出勤、在宅の働き

方の違いを項目ごとで整理を実施しました。 

・対話風土については、定期的な双方向の対話風土醸成のため、対話の機会（ 量） と対話の内容（ 質） の両面からの取組促進を

実施しました。また、「心理的安全性（ 働きやすさ） 」を基に、「従業員エンゲージメント向上」の考え方と「対話風土」の位置づけの整

理を行い、「対話風土の土壌づくり」は、働きがいの土台となる「心理的安全性」を醸成することであり、その延長 線上に「従業員エンゲー

ジメントの向上」が繋がってくる事を確認しました。 

【経営対策】 

・収支構造改革については、支店の社内外への出向政策のメンバーヒアリングや店経営との懇話会などを実施しました。また、スクールの

事業所の閉鎖については、VOICEを実施し、会社との折衝の上、労務対応を行いました。 

・VOICEサイクルとの連動については、分会ごとの現場活動の頻度を増やし、深掘りしたことで職場懇話会の開催頻度が向上しました。 

・職場懇話会については、より現場の課題解決に繋がる様に、兼任役員との連携と支部の経営対策が各分会長 との定期的なMTGを

実施しました。 

・期初に分会毎の課題とポイントの確認を行い、現場から上がってきた課題（ 新宿や外商） を支部全体の課題として経営懇話会での

投げかけを行うことで解決に繋がる流れを作ることが出来ました。 

・経営懇話会では、より現場の課題に根差した取組として、機関会議や各分会長 からヒヤリングした内容を基に議題を選定しました。 

また決算では、執行部対象に解説やポイント説明を行い理解度の向上を図るとともに経営への質問・意見の吸い上げを実施しました。 

【広報活動】 

・LINEは週1回分会活動を中心にUPすることができ、メンバーが組合活動をタイムリーに把握できるきっかけとなってきました。但し支部

Vivaに関しては、広報全体での取りまとめが出きておらず、週によって投稿件数にバラつきがありました。 

・「親しみやすい広報」という目的については、よりメンバーが知りたい内容にフォーカスをし、兼任役員の活動を特集して掲載することで、

組合活動に興味を持ってもらえる事が出来ました。「分かり易さ」については、労働福祉や経営対策など進捗の発信は出来ましたが、メン

バーにとってより理解しやすいような工夫までは至りませんでした。 

 

【 VOI CEサイクル振り返り 】 

・分会活動方針を作成することで、分会ごとの課題整理と方向性のベクト ルを全員で合わせて活動することができ、結果として「メンター

活動」や「子育てcom 」など、兼任役員主体の取組みを増やすことが出来ました。 

・「メンター活動」については、新宿分会でのメンター役を9人まで広がり、約1年の活動で70件の相談を受ける事ができました。またメンタ

ーのスキルアップを目的とした勉強会も実施できており、より精度の高い取組として実践することができています。 

・日本橋分会にて、育児勤務者の不安や悩みの解決を目的とした「子育てcom 」を実施しました。育児勤務者同士が気軽に話せ、相

談できる機会の場の提供と育児勤務制度の課題創出に繋がりました。 

・各分会で課題に基づくテーマ別ボイスやアンケート調査を実施しました。その結果現場の課題を吸い上げる機会が増え、職場懇話会や

営業部懇話会など、分会ごとでの労使協議が大きく増えました。新宿店や浦和店などは、その様な機会を利用して課題解決に繋げるこ

とが出来ました。 

 

【 第1 0 期前半年度支部予算について 】 

予算（ 円）  実績（ 円）  執行率（ ％）  

8 ,780 ,000円 7 ,018 ,226  80 .21  

  9期予算化の30歳教育が7月実施のため、組合員教育費が期ずれで10期前半に計上となりました（ 1 ,300千円） 。 

  議案書ペーパーレス化に伴い、労働福祉対策費予算△1,110千円となりました。 

  働き方ハンドブック発刊が7月以降に繰り越されたことで、労働福祉対策費予算△500千円となりました。 

  ダイバーシティのセミナーの外部講師代が想定よりも低く抑えることができ、ダイバーシティ推進費予算△380千円となりました。 
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三越伊勢丹支部 第1 0 期後半年度（ 2 0 2 3 年度） にむけて 

 

【 環境認識 】 

・グループ全体では、当初24年度の目標であった連結営業利益350億を1年前倒しで本年に計画。再生フェーズとしての3か年計画は

想定以上に推移をしています（ 再生から盤石へ） 。 

・業績も、23 年度予測（ 売上: 6 ,305 億円、営業利益: 230 億円） 、23 年4月―8 月実績（ 売上前年比119% ） と好調に  

推移しており、両本店が牽引をしている状況は変わりませんが、銀座店もインバウンド需要の回復もあって大きく伸長 をしています。 

・コロナ禍においてMIRSやLINEワークスなどのリモート対応が進みましたが、業績回復に伴い店舗への来客も増える事で、店頭メンバー

への業務負荷の拡大が懸念されます。 

・インバウンド需要の回復もあり、高額商品の動きが堅調ですが、依然として物価高の状況は変わらず、個人消費への影響は引き続き

不透明な状況です。 

・会社が実行フェーズに移っていく中で、今まで以上に一人一人の生産性向上が求められていく事が想定されますが、組合としては引き

続きメンバーが安心して働ける環境の構築を最優先に、人事制度の見直しや働く環境の整備に取り組むことが重要と認識しています。 

 

【 取り巻く環境と前半年度の反省を踏まえた、後半年度の活動の考え方 】 

・10期前半同様に、「現場活動」重視の活動を行い、VOICEサイクルを推進していきながら、メンバーの納得性の向上とモチベーションの

維持向上に繋がる活動を行っていきます。 

・メンバーの納得性の向上の為には、より現場課題に即した活動が重要であり、その為にもVOICEサイクルの精度向上が重要になって 

いきます。取り組む着眼点（ 軸） を揃え、「質」・「量」ともに進化させていき、最終的な「結果」を意識した活動を行っていきます。 

・現場課題に即した活動の為には、兼任メンバー主体の現場活動の推進が不可欠であり、現場課題解決に伴う執行委員、評議員、

職場委員の役割分担を明確にし、自発的にVOICEサイクルを実行することで、成果を実感してもらえる活動を目指していきます。  

・メンバーにとって、「やりがい」や「働きがい」のある職場を構築していく為に、その根幹である人事制度や働き方の見直しを行い、企業の

魅力度やエンゲージメントの向上に繋げていきます。 

・メンバーの組合活動の理解度向上の為、引き続き広報における様々な発信ツールを駆使しながら、メンバーの理解力と周知の強化を

行っていきます。 

 

【 重点取り組み項目 】 

  【労働福祉】 

・企業の魅力度・ロイヤリティを意識した「将来のあるべき人事制度」を描き、広く大きな視点で見た人事制度の在り方として、 

「労働福祉ビジョン」の策定に取り組みます。5年後のあるべき姿を見据えながらも長 期的な目線から議論を始め、今後の労使協議の 

ベースになるよう執行部全体で取り組んでいきます。 

・60歳以降の人事制度は、メンバーにとってやりがい、納得性の高い制度改定を実現できる様、成案化に向けて協議を行います。 

具体的には「期待役割」と「業務内容」、「処遇への反映」について、現行の課題を整理しながら制度改定時期含め議論していきます。 

・キャリア形成支援制度は、環境の変化に対応しながら主体的にキャリアを考え、行動に移すことが出来るような状態を目指します。 

具体的には、社内公募・チャレンジ申告制度について、運用基準や、ルール等の妥当性を検証し再整理を行います。 

・両立支援制度の拡充に関しては育児勤務・早番固定勤務・末子対応等の具体的な期間等に関しての議論に加え、周囲への理解・

配慮等も併せて検討を行っていきます。 

・その他、ステージB、ステージC、メイト社員人事制度は現状の課題を整理し、順次協議を進めていきます。 

・時間管理は、更なる実効性の向上に繋げる為、長 時間労働者の面談対象基準の見直しや月中チェックの実施、生産性向上に向け

た業務改革の推進を行い、労使で時間管理の適正化に取組んでいきます。  
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・風土改革は、グループ労使にて再定義を行う内容を基に、現在の支部における課題を踏まえ、風土改革に向けた具体的な打ち手を

検討していきます。 

【経営対策】 

・10期前半と同様に、「VOICEサイクル」と連動をしながら、分会活動➡支部活動➡経営懇話会の流れで、メンバーの関心度・重要度

が高い課題の解決に繋げていきます。 

・職場懇話会の議論活性化や開催頻度向上、開催単位の細分化等を通じて、職場における課題感をより身近な単位での経営対策

活動に反映していきます。その様な取り組みを通じ、メンバーがVOICEサイクル（ 現場活動） を実感できる体制を目指していきます。 

・経営対策担当と各分会の連携の中で、現場の問題点や指標などから各店の経営状態の確認を進め、課題の抽出に向けてのサポー

トをしていきます。 

・職場懇話会では、職場内・分会内にとどまらず、支部全体の課題感をベースとした推進体制を構築していきます。 経営懇話会と職場

懇話会の連動を通じて、それぞれの議論の活性化・やりとりにおける実効性の向上を目指していきます。 

・経営との対話内容を機関会議や組合広報を通じてメンバーに浸透させ、知識の向上や課題の共有を図ると共に、労使の相互理解に

繋げていきます。 

・経営懇話会では、「各職場における課題感を反映した議題設定・やりとり」の実現に継続的に取り組んでいきます。  

【広報活動】 

・引き続き、組合活動や労使協議内容をメンバーに広く周知するために、よりタイムリーな発信を意識していきます。  

・メンバーが組合活動により関心を持ってもらえるように、VOICEサイクルを中心とした兼任主体の活動など、メンバーにとって身近で

関心度の高い内容の発信を行っていきます。 

・具体的な内容については、「分かり易さ」に重点を置くため、人事制度の進捗など、より丁寧な説明と活動の報告を行っていきます。 

 

【 VOI CEサイクルのさらなる進化 】 

・10 期後半に向けて、期初に立てた各分会の「活動方針」についての振り返りを行い、より現場実態に即した具体的アクションプランを 

実行していきます。 また兼任執行部も含めた活動の精度を上げていき、実効性の高い取り組みへと進化させていきます。  

・VOICEサイクルを通じて収集した声を基に具体的な解決策や実行策を検討し、その内容を会社側に伝えることで、課題解決アクション

に踏み込み、メンバーの実感度の高い組合活動にしていきます。  

・メンバーの組合活動の理解促進に繋がる様に、広報活動との連動を強化し、現場メンバーが興味を惹かれ、理解しやすい取組へと進

化させていきます。 

・メンバーの身近な相談相手としての「メンター」の役割を強化して、兼任役員も含めた傾聴スキルの向上に繋げていきます。また各分会

での取り組みに拡大・進化させています。 

 

【 第1 0 期後半年度支部予算について 】 

予算（ 円）  前期実績（ 円）  前期比（ ％）  

9 ,695 ,000  7 ,018 ,226  138.1% 

  職場親睦会補助の利用拡大が見込まれるため、レクリエーション予算2,800千円（ 前年予算84千円） で設定します。 

  日本橋子育てcom 、各分会テーマ別ボイス強化のため、VOICE費470千円で設定します。 

  春の交渉議案書ペーパーレスを継続するため、VOICE費500千円（ 前年予算1,500千円） で設定します。 

  働き方ハンドブック2023年度版更新の為、労働福祉対策費500千円（ 7月計上） で設定します。 

  各支部訪問情報交換会（ 岩田屋三越支部） のため、交通費・旅費1,200千円で設定します。 

  海外出向者面談（ フィリピンその他） のため、交通費・旅費400千円で設定します。 
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参考資料
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【三越伊勢丹支部 メンバーズVOICE スケジュール一覧】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

10月25日 10月26日 10月27日 10月28日 10月29日

水 木 金 土 日

18:30～19:10

H& Iビル

1階

共用会議室

9: 45～10: 15

12: 00～12: 30

13: 00～13: 30

18: 30～19: 00

9: 00～9:30

10: 00～10:30

12: 15～12:45

13: 15～13:45

※先着6名

18:30～19:00

20: 30～21:00

12: 00～12:40

８ 階

研修室

※定員１ ２ 名

13:00～13:40

8藍

研修室

※定員12名

10 :4 0～1 1 :2 0

アイプラスⅠ

地下

研修室

12: 10~ 12: 50

アイプラスⅠ

地下

研修室

18: 00~ 18: 40

アイプラスⅡ

3階

会議室

○時間と場所をご確認の上、ご出席ください。

○上記各事業所近くに出向しているメンバーは、最寄の会場にご出席ください。

全員

浦

和

地

区

立

川

地

区

全員

日

本

橋

地

区

全員

銀

座

地

区

全員

全員

新

宿

地

区

対象者 時間

※環境的に動画を見られない方・

直接説明を聞きたい方は、各分会主催のリアル開催

（ 右記日程参照） にご参加ください。

⇒リアル回に参加された方は裏表紙の出席票に

ご記入の上、提出してください。

※リアル開催において、定員を超えた場合は

入場を制限する場合もございます。

動画を見られる環境の方に関しては、ご配慮ください。

※外商統括分会は分会担当者より、

メールにてご案内します。

合わせて勤務地により各エリアのリアルVOI CEに

ご参加していただくことも可能です。

【重要】

※密回避のために以下のQR コードから動画

をご覧いただくよう協力をお願いいたします。

⇒動画視聴者は右記のリアル開催での参加は不要です。

⇒動画視聴後に必ず裏表紙のQR コードから

出席の報告をお願いいたします。

※今回のメンバーズVOICEは出席をとって参加を確認させていただきます。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※動画視聴した方は以下のスケジュールへの出席は不要です
⇒動画視聴後に必ず裏表紙のQR コードから出席の報告をお願いいたします。

10月30日 10月31日 11月1日 11月2日 11月3日 11月4日 11月5日

月 火 水 木 金 土 日

10 : 40 ～1 1 :2 0

H&Iビル

1階

共用会議室

13 : 30 ～1 4 :1 0

H& Iビル1階

ミーティング

ルーム

18 : 10 ～1 8 :5 0
PCⅡ　7階

会議室➂

18:30～19:10

H& Iビル

1階

ミーティング

ルーム

H&Iビル

1階

ミーティング

ルーム

9: 45～10: 15
SDビル7階

組合事務所

12: 00～12: 30

13: 00～13: 30

SDビル7階

組合事務所

SDビル7階

組合事務所

18: 30～19: 00
SDビル7階

組合事務所

9:00～9:30

10: 00～10:30

コチワビル

4階

組合事務所

12:15～12:45

13: 15～13:45

※先着6名

コチワビル

4階

組合事務所

18:30～19:00

20: 30～21:00

コチワビル

4階

組合事務所

12:00～12:40

6階

研修室

※定員25名

６ 階

研修室

※定員２ 5名

13:00～13:40

6階

研修室

※定員25名

６ 階

研修室

※定員２ 5名

10 : 40 ～1 1 :2 0

アイプラスⅡ

3階

会議室

アイプラスⅡ

3階

会議室

12: 10~ 12: 50

アイプラスⅡ

3階

会議室

18: 00~ 18: 40

アイプラスⅡ

3階

会議室

○時間と場所をご確認の上、ご出席ください。

○上記各事業所近くに出向しているメンバーは、最寄の会場にご出席ください。

全員

浦

和

地

区

立

川

地

区

全員

日

本

橋

地

区

全員

銀

座

地

区

全員

全員

新

宿

地

区

時間対象者
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※以下の項目に○を付け、空欄部分にご記入ください

■VOI CE運営（ 説明・会場・時間設定等） について
１ ． 説明について…わかりやすかった・わかりづらかった（ 理由など） ２ ． 会場・時間設定他

■VOI CE内容について

出席日 ／ 店・ 事業部 所属名 内線

社員・ ﾒｲﾄ社員・ ﾌｪﾛｰ社員・ 特別社員

お名前 雇用形態: ｴﾙﾀﾞ ｽーﾀｯﾌ・ ｴﾙﾀﾞ ﾌーｪﾛ ・ー ｽﾍ゚ ｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ・ ｴﾙﾀﾞ ｽーﾍ゚ ｼｬﾘﾃｨｽﾀｯﾌ

ﾌｨ ﾄーﾞ ﾊ゙ ｯｸを … 希望する ・ 希望し ない ※ﾌｨ ﾄーﾞ ﾊ゙ ｯｸを 希望する 場合は、 必ず所属名・ お名前を ご記入く ださ い

三越伊勢丹支部 メ ンバーズVOI CE 意見・ 質問シート

上記のフォームが使えない、または匿名でご質問・ご意見・要望等がある場合は、以下に記入の上、ご提出ください。
【提出方法】 ① 送達（ H&Iﾋﾞ ﾙ労働組合 三越伊勢丹支部宛） ② 担当執行委員に手渡し ③FAX（ 番号: 03-5273-5177）

【重要】動画視聴及びオンライン出席された方は以下のQR コードから
フォームに出席をご入力ください。

【W EB 出席・意見質問シート はこちらから】
出席・意見質問シート の入力は、1 1 月5 日㈰までにご入力ください

スマホ・タブレットから右記のQRコードにアクセス☞
※PC閲覧の方は下記のアドレスをクリック☟

⇒ https: //form s.office.com /r/b i9G9Vdxkz

【重要】動画視聴された方は以下のQR コードからご入力を、
リアル参加にて出席された方は左下の出席票のご提出をお願いします。

労働組合
ホームページ

労働組合の情報はこちらから。
共済会のお得な情報もあります!

HPの更新をお知らせします。
ぜひご登録ください(私用スマホ)

労働組合
LI NE＠

＜出席票＞

出席日 月　　　日

社員コード

氏名（ カナ）

三越伊勢丹支部
Ya m m e r

HPの更新などをお知らせします。
ぜひご登録ください( 会社スマホ)

ユーザー名: 企業コ ード 10＋従業員コ ード 8桁
パス ワ ード : 生年月日（ 例: 20220101） 8桁
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